
「
遊
牧
民
」
か
ら
「
農
民
」
へ
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ー
オ
ス
マ
ン
朝
支
配
下
の
ア
ナ
ト
リ
ア
中
部
に
お
け
る
遊
牧
民
認
識
の
変
遷
一

岩

本

佳

子

門
要
約
】
　
遊
牧
民
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
、
定
住
化
と
い
う
現
象
は
各
地
で
見
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
要
因
や
内
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と

は
毒
い
難
い
。
本
稿
で
は
、
法
令
集
、
穣
税
台
帳
と
い
っ
た
財
務
帳
簿
か
ら
、
史
料
を
作
っ
た
行
政
側
の
遊
牧
民
認
識
に
主
軸
を
お
い
て
一
六
世
紀
前
半

の
中
央
ア
ナ
ト
り
ア
に
位
面
す
る
ボ
ゾ
ク
県
を
対
象
と
し
て
、
遊
牧
生
活
を
送
っ
て
い
た
遊
牧
民
が
同
地
に
急
速
に
定
書
化
し
て
い
っ
た
理
由
を
明
ら
か

に
す
る
。
同
時
代
の
ボ
ゾ
ク
県
で
は
、
行
政
側
が
ボ
ゾ
ク
県
の
住
民
を
遊
牧
生
活
に
従
事
す
る
「
遊
牧
民
扁
か
ら
村
に
定
住
し
農
耕
に
従
事
す
る
「
農

民
」
と
し
て
扱
う
よ
う
に
そ
の
認
識
が
変
化
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
ボ
ゾ
ク
県
住
民
か
ら
徴
版
さ
れ
る
諸
税
の
大
半
が
農
耕
に
関
連
す
る
税
に
移
行
し
、

部
族
集
注
か
ら
村
単
位
で
地
域
の
区
分
が
な
さ
れ
る
に
至
り
、
村
の
大
照
な
増
加
を
生
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
同
地
で
の
「
定
住
化
」
に
は
住
民
を
遊
牧
民

で
は
な
く
農
民
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
行
政
側
の
認
識
の
変
遷
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
三
巻
二
号
　
二
〇
一
〇
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

前
近
代
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
、
遊
牧
民
が
与
え
た
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
遊
牧
民
は
征
服
に
よ
り
大
帝
国
を
打
ち
立
て
る

の
み
な
ら
ず
、
し
ば
し
ば
遊
牧
生
活
を
や
め
て
特
定
の
地
域
に
住
み
着
く
こ
と
で
、
そ
の
地
域
の
歴
史
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
現

在
、
ト
ル
コ
共
和
国
領
で
あ
る
ア
ナ
ト
リ
ア
に
お
い
て
も
、
同
地
の
テ
ユ
ル
ク
化
、
イ
ス
ラ
…
ム
化
を
巡
る
議
論
の
中
で
遊
牧
民
の
定
住
化
が



「遊牧民」から「農罠」へ（岩本）

着
目
さ
れ
て
き
た
。
近
年
、
現
地
に
大
量
に
残
さ
れ
た
財
務
帳
簿
類
を
用
い
て
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
テ
ユ
ル
ク
系
遊
牧
民
の
部
族
の
名
と
構
成
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
の
居
住
地
を
明
ら
か
に
し
た
多
く
の
論
考
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
R
・
P
・
リ
ン
ド
ナ
ー
（
園
郎
畠
一
］
℃
帥
郎
一
】
じ
一
鐸
仙
海
①
穏
）
氏
は
、
「
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

プ
・
タ
フ
リ
ー
ル
・
デ
フ
テ
リ
（
9
茸
鋤
葱
乙
Φ
貯
巳
」
と
呼
ば
れ
る
租
税
台
帳
を
駆
使
し
て
、
ア
ナ
ト
リ
ア
中
部
に
位
回
す
る
カ
ラ
マ
ン
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

方
の
遊
牧
民
を
対
象
に
羊
の
頭
数
と
羊
税
（
墓
ヨ
高
σ
q
雪
§
＼
轟
轟
ヨ
）
の
課
税
額
の
変
遷
を
基
に
、
一
六
世
紀
に
遊
牧
罠
が
同
地
へ
定
住
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
同
じ
く
、
旨
1
・
シ
ャ
ー
ピ
ン
（
欝
碧
留
三
賢
）
氏
は
ト
ル
コ
共
和
国
で
の
遊
牧
民
研
究
に
、
租
税
台
帳
を
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
た
人
ロ
及
び
遊
牧
民
を
対
象
と
す
る
諸
税
の
課
税
額
の
分
析
と
い
う
見
地
を
導
入
し
た
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
は
、
永
田
雄
三
氏
が
西
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ナ
ト
リ
ア
の
マ
ニ
サ
（
9
き
陣
ω
鋤
）
地
方
を
対
象
に
遊
牧
畏
が
メ
ズ
ラ
ア
（
旨
§
窓
）
と
呼
ば
れ
る
一
時
的
な
耕
作
地
で
の
農
耕
を
契
機
に
徐
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
岡
地
へ
定
住
化
し
て
い
く
過
程
を
解
明
し
た
先
駆
的
な
研
究
を
明
ら
か
に
し
た
。
続
け
て
三
沢
伸
生
氏
は
、
マ
ラ
テ
ィ
ヤ
（
銀
巴
象
誘
）
地

方
の
遊
牧
民
研
究
の
中
で
、
租
税
台
帳
を
作
成
す
る
行
政
翻
す
な
わ
ち
オ
ス
マ
ン
朝
に
服
属
し
課
税
対
象
と
さ
れ
た
遊
牧
民
し
か
台
帳
に
は
記

載
さ
れ
て
い
な
い
が
故
に
、
租
税
台
帳
か
ら
遊
牧
民
の
全
体
像
を
再
構
成
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
点
を
指
摘
し
、
租
税
台
帳
を
用
い
た
遊
牧
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

研
究
の
問
題
と
限
界
を
示
し
た
。

　
し
か
し
、
財
務
帳
簿
を
用
い
た
遊
牧
民
研
究
の
多
く
は
依
然
と
し
て
遊
牧
民
の
部
族
名
や
居
住
地
と
い
っ
た
個
々
の
情
報
の
提
示
、
財
務
帳

簿
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
人
口
や
課
税
額
の
変
遷
の
列
挙
に
主
眼
を
置
く
傾
向
が
強
い
。
結
果
、
膨
大
な
量
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
冬
営
地
・
夏
営
地
問
の
移
動
生
活
か
ら
村
で
の
定
住
生
活
へ
の
変
化
と
い
う
遊
牧
民
の
定
住
化
や
遊
牧
か
ら
農
耕
へ
の
生
業
の
変

化
と
い
う
遊
牧
民
の
農
民
化
と
、
史
料
上
の
人
口
や
課
税
額
の
推
移
を
単
線
的
に
結
び
つ
け
る
傾
向
が
強
く
、
定
住
化
や
農
民
化
と
い
う
現
象

自
体
も
し
く
は
そ
の
要
因
を
改
め
て
問
う
研
究
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
乏
し
い
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
中
部
地
域
、
ル
ー
ム
・
ヴ
ィ
ラ
ー
イ
ェ
ト
（
州
）
（
菊
醜
く
響
罵
巳
南
部
に
位
置
す
る
「
ボ
ゾ
ク
・

サ
ン
ジ
ャ
ク
（
県
）
（
b
ご
。
N
舞
銘
薩
長
）
」
と
呼
ば
れ
る
一
地
方
を
対
象
に
、
遊
牧
民
の
定
住
化
、
農
民
化
の
様
態
と
そ
の
要
因
を
論
じ
る
こ
と

と
す
る
。
本
稿
で
取
り
扱
う
ボ
ゾ
ク
県
は
、
中
央
ア
ナ
ト
リ
ア
を
流
れ
る
ク
ズ
ル
・
ウ
ル
マ
ク
（
開
H
N
戸
一
一
門
彗
帥
㎞
h
）
川
東
岸
か
ら
内
陸
の
山
岳
地
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帯
へ
広
が
る
地
域
の
呼
称
で
あ
り
、

現
在
の
ヨ
ズ
ガ
ト
（
団
。
N
α
q
餌
け
）
県

　
　
　
　
　
　
⑨

に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。
同
地
は
、
一

五
一
五
年
の
オ
ス
マ
ン
朝
に
よ
る

デ
ユ
ル
カ
デ
ィ
ル
・
ベ
イ
リ
ク

　
　
　
　
　
　
⑩

（
u
巳
訂
無
σ
Φ
讐
巴
征
服
以
後
、

オ
ス
マ
ン
朝
の
支
配
体
系
に
組
み

込
ま
れ
租
税
台
帳
が
数
冊
作
成
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
租
税
台
帳
を
用

い
て
ボ
ゾ
ク
地
域
の
遊
牧
民
に
関

す
る
い
く
つ
か
の
研
究
が
行
わ
れ
、

一
六
世
紀
前
半
に
は
町
ど
こ
ろ
か

村
す
ら
ほ
ぼ
存
在
せ
ず
遊
牧
生
活

を
送
る
諸
部
族
が
住
み
着
い
て
い

る
だ
け
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
六
世
紀
中
頃
に
は
村
が
形

成
さ
れ
農
耕
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
急
速
な
遊
牧
民
の
定

住
化
、
農
民
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
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ヂ遊牧民」から「農民」へ（岩本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
研
究
の
大
半
は
部
族
名
や
課
税
額
の
推
移
と
い
っ
た
個
々
の
情
報
を
提
示
す
る
こ
と
に
終
始

し
て
お
り
、
ボ
ゾ
ク
県
に
お
け
る
村
の
形
成
を
定
住
化
の
進
展
と
単
線
的
に
結
び
つ
け
る
傾
向
に
あ
る
。
結
果
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
支
配
に
組
み

入
れ
ら
れ
た
ボ
ゾ
ク
県
に
お
い
て
遊
牧
民
の
定
住
化
、
農
民
化
が
急
速
に
進
ん
だ
理
由
は
依
然
と
し
て
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
無
論
、
三
沢
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
租
税
台
帳
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
出
来
る
遊
牧
民
の
姿
は
、
「
行
政
側
が
認
識
し
て
い
る
遊
牧
民
の

姿
」
に
過
ぎ
ず
、
地
域
に
居
住
す
る
全
遊
牧
民
の
実
情
を
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
租
税
台
帳
が
租
税
徴
収
の
た
め
に
「
行

政
側
が
認
識
し
て
い
る
地
域
の
住
民
」
を
把
握
す
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
租
税
台
帳
か
ら
「
行
政
側
の
遊
牧
民
認
識
」
を

抽
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
～
六
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
の
ボ
ゾ
ク
県
を
対
象
に
、
財
政
文
書
等
の
各
種
文

書
・
帳
簿
類
を
用
い
て
税
制
や
課
税
額
の
変
化
か
ら
、
上
記
の
ボ
ゾ
ク
県
に
お
け
る
急
速
な
定
住
化
、
農
民
化
の
様
態
と
そ
の
要
因
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
本
稿
に
よ
り
、
遊
牧
民
の
定
住
化
を
巡
る
議
論
に
＝
疋
の
貢
献
が
出
来
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
な
お
、
本
稿
で
は
、
「
遊
牧
罠
」
の
語
を
「
カ
ビ
ー
レ
、
ジ
ェ
マ
ア
ト
と
い
っ
た
部
族
組
織
を
持
ち
、
そ
の
生
業
が
遊
牧
で
あ
る
集
団
」
と

定
義
す
る
。
対
し
て
、
遊
牧
も
し
く
は
農
耕
と
い
っ
た
従
事
し
て
い
る
生
業
と
は
無
関
係
に
「
部
族
組
織
を
保
持
す
る
、
ま
た
は
保
持
す
る
と

史
料
作
成
者
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
集
団
」
と
定
義
し
た
「
部
族
集
団
」
の
語
を
用
い
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
本
稿
で
用
い
た
史
料
の
略
号
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

～
　
カ
ー
ヌ
ー
ン
・
ナ
ー
メ
（
法
令
集
）

姦
商
図
一
”
》
押
σ
q
雪
色
N
り
〉
．
u
Q
§
§
鞭
寮
ミ
§
偽
謹
N
ミ
竃
ミ
ぎ
鳶
§
専
ミ
鴨
島
9
寄
妹
愚
さ
壽
§
帖
b
§
右
寄
謁
§
ミ
ミ
§
尊
自
き
勉
§
漆
ミ
註
b
ミ
識
婁
ミ
ミ

　
　
　
漆
ミ
§
§
魯
湿
§
｝
（
一
器
コ
葺
口
り
8
Y

国
窯
図
呼
〉
訂
冒
亀
戸
》
‘
9
§
§
降
漆
㌶
§
毫
謹
貯
帖
竃
§
ぎ
繭
§
専
曽
』
蝕
藤
ミ
ト
寮
帖
§
内
§
§
械
b
遷
識
肉
§
§
§
犠
§
辱
野
瞬
き
肋
§
漆
嵩
§
画
b
§
議

　
　
　
婁
ミ
ミ
野
ミ
ミ
奪
ミ
N
§
§
％
ミ
自
民
§
§
駿
§
導
耳
糞
謡
§
鵠
§
ミ
黒
（
H
ω
§
び
均
一
Φ
逡
Y
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ニ
　
タ
ブ
・
タ
フ
リ
ー
ル
・
デ
フ
テ
リ
（
租
税
台
帳
、
以
下
胃
∪
］
と
略
す
）

　
本
稿
で
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
「
総
理
府
古
文
書
総
局
オ
ス
マ
ン
古
文
書
局
（
ゆ
謬
σ
欝
p
巳
涛
σ
Φ
ξ
卑
〉
円
心
オ
5
ユ
の
Φ
頃
2
濠
芦
“
費
揮
ひ
諏
ロ
リ
○
ω
ヨ
雪
び
＞
H
導
車
、

通
称
総
理
府
オ
ス
マ
ン
古
文
書
局
b
d
3
げ
碧
山
巳
時
○
ω
ヨ
き
犀
≧
ゆ
三
以
下
B
O
A
と
略
す
）
」
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
租
税
台
帳
の
中
か
ら
下
記
の
細
帳
を
主
に38　（286）

用
い
た
。

［日

t
一
◎
窃
》
じ
d
O
｝
日
巷
ロ
6
聾
同
マ
U
①
津
①
μ
乞
ρ
δ
㎝
．

勾
∪
ω
δ
］
…
じ
d
O
♪
↓
巷
郎
司
Q
窪
群
∪
Φ
幣
①
員
オ
。
■
ω
δ
．

　
　
　
⑭

（
未
公
刊
）

　
　
　
⑮

（
未
公
刊
）

筒
U
O
り
G
。
］
n
ゆ
器
亀
昌
黛
ミ
§
ミ
い
§
簿
禽
白
馬
丸
爵
N
＆
ミ
乱
b
嘗
℃
，
丸
駒
簿
、
，
9
区
ミ
ぴ
竃
N
熱
ド
§
ミ
S
鳴
§
ミ
帖
込
Q
。
ミ
鋳
c
Q
e
卜
曾
欝
O
農
ぷ
貯
N
鉢
・
準
ら
N
§
隔
ミ
N
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

建
ミ
導
ミ
ミ
箋
博
宰
暮
N
鼻
S
憲
ミ
斜
b
ご
帖
、
代
目
画
臣
§
℃
§
．
霜
遷
き
寡
男
§
M
象
博
§
、
・
ぶ
隠
b
u
轟
6
神
勘
蝕
ミ
き
（
諺
P
開
P
H
O
w
一
⑩
り
O
）

①
近
年
の
ト
ル
コ
共
和
国
に
お
け
る
租
税
台
帳
を
用
い
た
歴
史
研
究
、
ア
ナ
ト
リ

　
ア
の
遊
牧
民
研
究
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
O
母
甑
斜
》
．
甲
k
宇
壇
§
憲
建
践

　
○
恥
ミ
§
詳
隔
§
ミ
沖
鶯
富
ミ
窺
貯
羅
、
愈
、
、
ミ
N
ミ
、
，
ミ
鴨
竃
ミ
ミ
骨
喧
，
ミ
簿
寒
、
譜
謡
§
魯

　
（
H
ω
梓
き
げ
巳
Ψ
卜
⊃
O
O
一
y
O
接
一
p
甲
同
‘
9
§
§
勘
§
謹
ミ
帆
慈
ぎ
㌧
N
ミ
、
・
題
窟
蔑
ミ
、
㌦
謹
ミ
島
駐

　
執
ミ
薄
O
§
§
§
騨
愚
譜
（
一
し
。
莚
鵠
窪
一
b
O
O
①
）
も
ワ
。
。
甲
ホ
．
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②
「
租
税
台
帳
扁
、
ま
た
は
門
検
地
帳
」
と
邦
訳
さ
れ
る
当
該
地
域
の
課
税
対
象

　
者
（
主
に
成
人
男
性
）
の
入
口
、
地
理
区
分
、
生
産
物
の
総
量
、
税
目
、
課
税
額

　
な
ど
租
税
に
関
す
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
呼
称
。
都
市
、
村
ご
と
に
諜
税

　
対
象
者
と
課
税
額
の
一
覧
を
載
せ
た
明
細
帳
（
謬
緯
器
ω
鋤
傷
鉱
審
巳
と
、
デ
ィ

　
ル
リ
ク
と
呼
ば
れ
る
軍
事
封
土
の
一
覧
と
そ
の
封
土
か
ら
の
徴
税
権
を
保
有
す
る

　
ス
ィ
パ
ー
ヒ
ー
を
記
載
し
た
簡
易
帳
（
一
〇
露
鋤
｝
貼
①
鴎
［
①
H
一
）
の
二
種
類
が
存
在
す
る
。

　
じ
d
母
ぎ
戸
ρ
r
冒
．
弟
⑦
ω
①
胃
。
ず
8
跨
①
○
ぎ
ヨ
き
翻
。
陣
『
詩
箋
塁
ω
、
、
”
象
§
題
§

　
琳
ぎ
象
§
o
ミ
ら
》
ミ
o
q
雪
暮
Q
窪
Q
肉
翁
無
》
§
ド
罫
こ
隠
笥
駄
加
貯
ミ
ミ
、
曹
㌣
鴨
－

　
恥
§
再
竃
神
’
》
「
O
o
o
犀
（
巴
．
y
（
ピ
身
似
。
戸
一
零
O
）
も
7
δ
ω
∴
刈
入
．

③
羊
ま
た
は
山
羊
の
所
有
者
か
ら
羊
ま
た
は
山
羊
の
頭
数
に
応
じ
て
徴
収
さ
れ
る

税
。
曾
σ
Q
・
5
レ
㌦
．
○
・
§
島
陣
暑
§
琶
轟
§
号
・
Φ
流
動
：
ぎ
碧
く
・
曹

　
く
①
お
。
・
ぎ
一
①
㌦
．
“
U
一
＝
費
跨
。
品
【
臥
饗
｛
葵
雌
犀
Φ
無
偏
Φ
お
巨
響
メ
（
一
リ
ミ
）
甲
竈
．
心
。
。
O
－

　
鼻
c
Q
刈
．

④
記
巳
尾
斜
即
℃
¢
さ
ミ
亀
夢
助
、
ミ
O
§
§
誠
§
謹
§
§
N
》
、
N
§
貫
（
b
u
｝
o
o
宇

　
ぎ
α
q
8
芦
川
〇
〇
Q
O
Q
）
．

⑤
　
0
聾
ヨ
。
℃
．
鼻
」
（
b
⊃
O
O
①
）
Ψ
唱
o
b
嶺
幽
ミ
．

⑥
継
続
的
に
そ
の
土
地
に
定
住
し
て
農
耕
に
従
事
す
る
者
が
お
ら
ず
、
一
定
の
時

　
期
に
遊
牧
民
ま
た
は
近
隣
の
村
人
ら
に
よ
り
農
耕
が
行
わ
れ
る
｝
時
的
な
耕
作
地

　
を
指
す
語
。
遊
牧
民
が
冬
営
地
に
メ
ズ
ラ
ア
を
設
け
、
そ
れ
ら
が
村
へ
発
展
す
る

　
事
例
も
多
く
見
ら
れ
た
。
囚
。
9
磯
ご
※
§
這
黛
§
導
9
§
§
N
軸
晦
§
§
讐
§

　
傍
愈
鳶
竃
難
詰
ヒ
§
§
ス
》
艮
鋤
昼
隔
り
。
。
⑩
）
”
窓
9
ω
①
『
ぶ
押
二
二
。
曾
計
ω
‘
、
菊
ξ
既

　
ω
o
o
坤
⑦
蔓
ぎ
》
ま
浄
。
胃
向
き
傷
［
訂
切
既
ぎ
器
畠
霞
ぎ
σ
q
些
⑦
鴇
×
審
窪
穿
。
①
艮
霞
ざ

　
H
囲
．
．
▼
富
ミ
ミ
、
融
蓬
帖
蹴
藤
§
防
ミ
ミ
緊
3
×
押
（
一
〇
刈
O
）
も
ワ
一
一
〇
山
一
①
一
永
田
雄
三

　
「
西
ア
ジ
ア
封
建
社
会
論
」
『
封
建
社
会
論
隔
木
村
尚
三
郎
他
（
編
）
学
生
社

　
一
九
八
五
年
　
一
四
九
－
一
五
八
頁
。



「遊牧民」から「農民」へ（岩本）

⑦
永
田
雄
三
コ
六
世
紀
ト
ル
コ
の
農
村
社
会
一
一
五
三
一
年
層
サ
ル
ハ
ン
県

　
「
検
地
帳
」
分
析
の
試
み
」
『
東
洋
学
霧
雲
五
八
　
三
・
四
　
一
九
七
七
年
　
四

　
一
－
七
一
頁
、
永
田
前
掲
一
九
入
五
年
　
一
三
八
－
一
六
四
頁
。

⑧
三
沢
伸
生
「
オ
ス
マ
ン
朝
の
検
地
帳
に
見
え
る
部
族
集
団
－
一
五
六
〇
年
付

　
マ
ラ
テ
ィ
や
県
明
細
帳
の
分
析
i
」
『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
書
語
文
化
研
究
輪

　
一
篇
八
　
一
九
八
九
年
　
一
⊥
二
〇
頁
。

⑨
現
認
ズ
ガ
ト
県
の
総
捲
積
は
一
万
四
、
一
二
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
日
本
の

　
岩
手
県
の
総
面
積
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。
ヨ
ズ
ガ
ト
県
の
大
半
は
標
高
七
〇
〇
か
ら

　
一
、
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
原
地
帯
で
あ
り
、
そ
の
中
を
東
部
の
ア
ク
・
ダ
ー
地

　
域
を
水
源
と
す
る
デ
リ
ジ
ェ
・
ウ
ル
マ
ク
（
］
∪
Φ
一
一
〇
㊦
　
一
「
同
P
p
◎
犀
）
川
な
ど
の
河
川
が

　
流
れ
て
い
る
。
年
平
均
気
温
は
九
℃
前
後
、
年
平
均
降
水
量
は
五
〇
〇
ミ
リ
メ
ー

　
ト
ル
前
後
で
あ
り
、
こ
れ
は
小
麦
の
天
水
農
業
が
可
能
な
降
水
量
（
三
〇
〇
一
四

　
〇
〇
、
、
、
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
上
回
る
。
．
、
《
O
N
α
q
舞
、
ド
ぎ
こ
§
訟
ミ
愚
鴫
ミ
簿
憲
暮
受
9

　
ミ
㍗
§
蓬
身
軽
§
ド
聴
ミ
N
N
M
o
襲
．
δ
ビ
（
H
し
。
鼠
書
鼻
一
り
○
。
ε
り
琶
．
♂
8
鳥
①
ω
G
。
一

　
囚
0
9
0
ワ
。
圃
f
（
目
り
。
。
Φ
）
も
℃
・
午
O
一
平
岡
昭
利
「
ト
ル
コ
の
農
業
と
土
地
利
用
」

　
『
ト
ル
コ
の
水
と
社
会
』
末
尾
至
行
（
編
）
大
明
堂
　
一
九
八
九
年
　
五
1
＝

　
頁
。
一
六
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
地
理
区
分
は
上
か
ら

　
ヴ
ィ
ラ
ー
イ
ェ
ト
（
州
）
、
サ
ン
ジ
ャ
ク
（
県
）
、
カ
ザ
ー
（
郡
／
ぎ
N
帥
）
、
ナ
ー

　
ヒ
エ
（
郷
／
墨
江
団
Φ
）
に
分
か
れ
て
い
た
。
一
六
世
紀
ボ
ゾ
ク
県
の
郡
、
郷
の
区

　
分
の
変
遷
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
O
α
匪
凝
忌
日
．
版
．
回
α

　
＜
①
同
①
’
器
ド
嬬
震
号
国
為
蚕
高
湿
P
ヨ
．
．
’
§
神
ミ
匙
羅
譜
、
管
斜
く
同
Ψ
（
一
Φ
①
α
）
Ψ

　
署
錘
よ
ご
0
、
斜
軍
甲
．
．
ω
o
N
。
犀
。
。
き
8
ぴ
諏
5
畠
房
二
目
く
㊦
目
無
農
（
一
ゆ
G
。
り
山
①
畠
）
．
．
甲

　
強
尋
暮
ミ
、
，
ミ
ぎ
、
嘩
鳴
刷
出
謡
ぎ
、
斜
N
め
－
嵐
軌
婁
N
ミ
旨
旨
矯
ぶ
ぎ
、
震
鴨
養
ミ
』
N
ミ
四

　
ミ
ミ
識
ミ
，
N
ミ
，
§
既
ミ
（
》
昌
雲
門
斜
6
Φ
O
y
署
■
刈
○
。
甲
δ
食
ω
岸
ヨ
曾
Ψ
o
ワ
。
諦
’
”

　
（
H
㊤
①
刈
と
ω
目
窪
①
斜
勺
」
．
．
ゆ
o
N
o
開
＄
ユ
置
屋
紆
誤
謬
四
聲
桝
皐
鎮
護
H
．
、
O
§
ミ
ミ
ぜ
ミ
旨

　
q
9
駐
§
、
ミ
ミ
解
き
惑
ミ
§
亀
鳶
ミ
ミ
（
〉
昌
犀
舘
ρ
一
㊤
刈
ど
曽
℃
や
G
Q
鱒
甲
ω
し
Q
ド
　
d
。
ゆ
巳
曽
累
‘

　
．
、
》
器
《
霞
葺
留
《
o
N
σ
q
舞
、
帥
し
σ
o
N
o
筐
胃
．
、
リ
ミ
ミ
建
§
き
い
×
×
闇
（
一
8
0
）
甲
竈
眞
G
。
－

　
鼻
ρ
囚
。
ゆ
網
こ
。
や
。
幽
r
（
一
⑩
Q
。
リ
ソ
署
．
一
①
上
酒
囚
8
ド
Ψ
．
。
】
）
巳
冨
蝕
島
．
傷
曾

　
○
ω
ヨ
雪
ご
、
楼
”
ゆ
o
N
o
げ
．
．
響
9
ミ
ミ
§
b
恥
ミ
臨
竃
b
d
曲
玉
偽
ミ
N
ら
翁
”
（
皮
o
N
α
q
3

　
b
o
O
O
O
山
）
り
暑
図
り
O
ム
リ
ト
っ
■
な
お
、
［
日
U
一
㎝
㎝
】
で
は
ボ
ゾ
ク
県
に
は
ボ
ゾ
ク
郡
一

　
郡
し
か
な
か
っ
た
が
、
［
日
U
ω
一
呂
で
は
ボ
ゾ
ク
郡
と
ア
ク
・
ダ
ー
（
》
騨
q
轟
）

　
郡
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

⑩
＝
二
三
七
年
か
ら
一
五
二
二
年
に
か
け
て
、
ア
ナ
ト
リ
ア
南
東
部
を
支
配
し
た

　
地
方
政
権
。
こ
の
ベ
イ
リ
ク
の
名
は
史
料
中
に
様
々
な
形
で
表
記
さ
れ
、
呼
称
は

　
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
代
表
的
な
先
行
研
究
に
準
拠
し
デ
ュ
ル
カ
デ

　
ィ
ル
（
U
巳
惹
α
一
「
）
と
呼
称
す
る
。
臨
冨
需
甲
図
‘
b
ミ
ぎ
ミ
、
b
u
亀
N
土
工
〉
爵
餌
葬

　
6
。
。
Φ
Y

⑪
例
え
ば
、
胃
∪
騙
巴
で
は
ボ
ゾ
ク
県
全
体
で
わ
ず
か
六
村
し
か
な
か
っ
た
村

　
は
、
宥
】
）
ω
一
巳
で
は
七
〇
二
村
と
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
［
↓
O
O
㊤
。
。
ふ
○
。
騨

　
冤
U
ω
一
色
辞
囚
。
ゆ
。
ワ
。
搾
’
Ψ
（
一
り
。
。
り
￥
開
。
ゆ
唄
‘
．
、
ゆ
o
N
o
犀
露
弊
ヨ
①
巳
①
ユ
、
ド
臨
謹
・

　
魯
ミ
ざ
隠
沁
ミ
ミ
ミ
響
罵
ミ
ミ
穐
、
竃
ミ
℃
，
ぎ
N
§
N
ミ
，
偽
§
S
込
馨
ミ
貸
ミ
§
議
ミ
・
』

　
へ
寄
、
霧
婁
謡
亜
ξ
妨
め
O
Q
£
（
》
昌
犀
麟
H
P
輔
O
O
O
び
）
甲
唱
O
．
H
④
㎝
－
b
っ
O
ρ
O
N
層
。
ワ
。
搾
u

　
（
6
り
り
y
O
喝
．
“
c
Q
？
刈
①
野

⑫
ア
ナ
ト
リ
ア
に
お
い
て
、
遊
牧
民
は
上
か
ら
ボ
イ
ま
た
は
タ
ー
イ
フ
ェ

　
（
げ
。
《
＼
け
絃
｛
②
）
、
オ
イ
マ
ク
（
o
《
日
舞
）
、
ア
シ
レ
ト
ま
た
は
カ
ビ
ー
レ

　
（
畳
炎
＼
天
壌
Φ
）
、
ジ
ェ
マ
ア
ト
（
8
ヨ
鎚
〔
）
、
ボ
リ
ユ
ッ
ク
ま
た
は
マ
ハ
ッ

　
レ
ま
た
は
オ
バ
（
げ
σ
一
口
『
＼
箏
恥
プ
蝉
一
一
①
＼
O
げ
9
）
と
い
っ
た
単
位
に
分
か
れ
て
い
た
。

　
た
だ
し
、
本
稿
で
用
い
る
ボ
ゾ
ク
県
租
税
台
帳
に
は
カ
ビ
ー
レ
、
ジ
ェ
マ
ア
ト
の

　
語
の
み
が
見
ら
れ
る
。
○
鹸
。
巳
～
O
‘
9
§
§
冷
評
愚
ミ
§
o
忌
酋
ト
ご
§
補
剛
ミ
、
恥
、
討

　
鋳
建
ミ
ス
H
ω
立
浮
昌
δ
○
。
刈
）
甲
署
．
一
命
謹
娠
メ
0
警
ぎ
。
も
b
坤
∫
（
卜
。
O
O
O
￥
日
茸
ざ
ざ

　
O
こ
b
σ
δ
贈
幕
§
寒
ミ
魚
q
帖
簿
曹
ミ
，
帖
ず
ミ
題
爵
9
§
§
門
守
愚
ミ
ミ
。
、
，
N
鼠
ミ
～
§
逗
一

　
ミ
寒
誌
無
ミ
竃
ら
§
ミ
§
、
ス
H
段
碧
げ
鼻
悼
O
O
一
）
も
や
一
？
b
⊃
。
。
　
永
田
雄
三
「
歴
史

　
上
の
遊
牧
民
ー
ト
ル
コ
の
場
合
一
」
『
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
人
び
と
3
　
牧
畜

　
民
芸
永
田
雄
三
、
松
原
正
毅
（
編
）
東
洋
経
済
新
報
社
　
｝
九
八
四
年
　
～
八
三

（287）39



　
上
二
四
頁
。
ボ
ゾ
ク
嬢
に
お
け
る
全
部
族
集
団
の
名
称
と
そ
の
構
成
に
つ
い
て

　
は
以
下
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
も
そ
も
、
ボ
ゾ
ク
県
の
地
域
名
は
、
同
地

　
に
居
住
す
る
遊
牧
民
の
多
く
が
オ
グ
ズ
ニ
十
四
氏
族
を
二
分
す
る
氏
族
集
団
の
一

　
方
、
ボ
ズ
・
オ
ク
（
b
u
O
N
o
評
）
に
属
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
○
窪
ω
挿
H
こ

　
6
弩
窪
に
ま
需
巳
巳
①
欄
。
凶
α
q
讐
．
雷
8
契
融
く
Φ
製
麺
邑
訂
《
象
．
、
“
O
§
§
㍗

　
b
§
ミ
帖
竃
b
u
。
き
穿
§
昏
轟
N
ス
磯
。
N
σ
q
鉾
8
0
0
）
も
℃
．
躇
O
幽
卜
⊃
ω
る
儲
ヨ
p
。
℃
．
。
評
．
堕

　
（
一
⑩
課
）
も
Ψ
ω
一
ω
－
ω
一
。
。
一
Q
ω
β
一
る
や
9
［
こ
（
一
8
0
y
題
．
心
？
ミ
．

⑬
行
財
政
に
関
す
る
世
俗
法
、
さ
ら
に
各
地
の
慣
習
法
を
成
文
化
し
た
カ
…
ヌ
ー

　
ン
の
集
成
を
指
す
。
ゆ
震
訂
P
O
．
い
．
Ψ
囲
『
竃
壇
ミ
こ
も
い
§
、
N
ミ
導
9
ミ
§
貸

　
高
燥
ミ
ミ
ミ
N
§
篭
§
洩
㌣
ミ
簿
。
、
§
き
§
ぎ
ぎ
ミ
竃
ミ
匙
N
ご
鶏
丸
ミ
N
M
い
ミ
嵩
翫
叙
N
野

　
隷
§
国
§
奪
¢
（
H
曾
碧
げ
鼻
一
丁
ω
）
一
ピ
。
嚢
ざ
国
．
芝
」
恥
ミ
ミ
翁
§
§
ミ
o
N
§
、
O
§
・

　
ミ
§
き
駐
ミ
§
さ
鴨
馨
§
惑
§
職
恥
蹄
、
§
き
ら
§
ミ
識
舞
（
H
。
。
一
碧
ぴ
鼻
6
8
）
．

⑭
ボ
ゾ
ク
県
を
婦
象
と
す
る
タ
ブ
・
タ
フ
リ
ー
ル
・
デ
フ
テ
リ
の
明
細
帳
。
ヒ
ジ

　
ュ
ラ
暦
九
三
七
年
（
西
暦
一
五
三
〇
一
三
十
一
年
）
に
作
成
さ
れ
た
。
全
一
六
王

　
葉
。
台
帳
内
に
法
令
集
を
収
録
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
全
頁
に
渡
っ
て
文
書
の
下

　
方
に
破
損
が
見
ら
れ
る
。

⑮
ボ
ゾ
ク
県
を
対
象
と
し
た
タ
ブ
・
タ
フ
リ
ー
ル
・
デ
フ
テ
リ
の
明
細
帳
。
ヒ
ジ

　
ユ
ラ
暦
九
六
三
年
（
西
暦
一
五
五
六
－
五
十
七
年
）
に
作
成
さ
れ
た
。
全
三
〇
三

　
葉
・
六
〇
五
頁
。
台
帳
内
に
法
令
集
を
収
録
し
て
い
る
。

⑯
本
稿
で
は
、
前
述
の
胃
U
観
巳
の
脱
漏
部
を
補
う
た
め
に
、
冒
∪
⑩
り
。
。
U
を

　
適
宜
用
い
た
。
［
門
U
⑩
り
。
。
］
は
、
州
、
県
ご
と
に
当
該
地
域
の
デ
ィ
ル
リ
ク
の
一

　
覧
、
地
域
の
町
村
や
部
族
集
団
、
そ
し
て
課
税
額
の
総
計
、
課
税
対
象
者
の
総
数

　
を
記
載
し
た
大
軍
管
区
簡
易
会
計
台
帳
に
あ
た
る
。
税
目
や
税
目
ご
と
の
課
税
額

　
等
の
一
部
情
報
は
雀
略
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
［
日
】
）
⑩
り
。
。
］
は
［
日
O
嶺
α
］
を
基

　
に
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
た
め
に
、
［
8
U
憲
呂
の
欠
を
補
い
う
る
。
こ
の

　
他
の
一
六
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
ボ
ゾ
ク
県
を
対
象
と
し
た

　
租
税
台
帳
に
は
、
簡
易
帳
の
b
σ
○
♪
雲
霧
β
雷
げ
躍
熊
①
暁
多
段
醤
ρ
碧
。
。
闇
客
ρ
ω
冨
、

　
ア
ン
カ
ラ
の
「
地
券
及
び
地
券
簿
総
局
」
（
日
肩
白
く
Φ
内
巴
霧
筒
o
O
Φ
講
鉱

　
窯
口
野
津
轟
雌
）
収
蔵
の
日
巷
β
霊
ξ
畔
畠
臥
房
員
冨
。
’
ω
ρ
ら
。
一
が
あ
る
。
簡
易
帳
、

　
明
細
帳
、
大
軍
管
区
簡
易
会
計
台
帳
に
つ
い
て
は
、
今
野
毅
「
オ
ス
マ
ン
朝
に
お

　
け
る
検
地
帳
の
作
成
過
程
に
関
す
る
考
察
1
｝
五
二
〇
年
代
ア
ル
バ
ニ
ア
中

　
部
・
爾
部
に
関
わ
る
史
料
群
の
分
析
か
ら
一
」
『
北
大
史
学
』
四
七
二
〇
〇
七

　
年
一
⊥
二
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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第
一
章
　
史
料
に
お
け
る
「
遊
牧
民
」
の
「
定
住
化
」

第
㎜
節
　
法
令
集
に
お
け
る
ボ
ゾ
ク
県
住
民
の
認
識
の
変
遷

本
節
で
は
、
ボ
ゾ
ク
県
を
対
象
と
す
る
法
令
集
を
用
い
て
、
ボ
ゾ
ク
県
に
お
け
る
税
目
、
税
制
の
変
化
を
基
に
、
法
令
集
を
作
成
し
た
行
政

側
が
ボ
ゾ
ク
県
の
住
民
、
特
に
同
地
の
部
族
集
団
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

な
お
、
今
後
本
稿
で
は
、
耕
地
そ
の
も
の
や
耕
地
か
ら
取
れ
る
作
物
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
諸
税
を
ま
と
め
て
「
耕
地
・
作
物
税
」
と
、
羊



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

税
な
ど
の
耕
地
・
作
物
税
以
外
の
諸
税
を
「
非
耕
地
・
非
作
物
税
」
と
呼
ん
で
議
論
を
進
め
て
い
く
。

　
ボ
ゾ
ク
県
を
対
象
に
作
成
さ
れ
た
初
の
法
令
集
で
あ
る
「
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
百
三
十
七
年
ボ
ゾ
ク
県
法
令
集
」
（
以
下

は
、
以
下
の
税
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
②

［O

ﾖ
甲
軍
記
と
略
す
）
に

　
（
太
陽
暦
）
五
月
（
鼠
鋤
窪
し
。
）
に
羊
が
子
羊
を
産
み
（
出
産
が
）
終
わ
っ
た
後
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
カ
ー
ヌ
ー
ン
（
犀
碧
§
点
○
ω
ヨ
塁
剛
）
に
従
い
、
羊
と
子

羊
（
の
頭
数
）
が
数
え
ら
れ
、
二
匹
に
つ
き
一
ア
ク
チ
ェ
（
ピ
ア
ス
ト
ル
銀
貨
）
が
取
ら
れ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
一
部
の
ス
ィ
パ
ー
ヒ
ー
は
そ
の
テ
ィ
マ
ー
ル
に
少
額
の
バ
ー
ド
・
ハ
ヴ
ァ
ー
税
（
σ
撒
山
冨
く
甲
誓
ご
a
①
）
が
記
載
さ
れ
、
彼
ら
の
任
命
状
（
び
Φ
蜂
）

に
記
録
が
な
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
水
車
税
（
冨
ω
白
高
田
ω
ぼ
毅
）
は
、
一
年
間
動
い
て
い
る
粉
ひ
き
器
（
匹
轟
ヰ
ヨ
魯
）
か
ら
一
ヶ
月
に
つ
き
五
ア
ク
チ
ェ
ず
つ
、
そ
の
（
一
年
分
の
）
勘
定

に
従
う
と
六
〇
ア
ク
チ
ェ
、
そ
し
て
六
ヶ
月
動
い
て
い
る
も
の
か
ら
は
三
〇
ア
ク
チ
ェ
が
取
ら
れ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
環
瓢
図
一
　
卜
。
ω
？
卜
。
ω
ト
っ
b
ω
甲
卜
⊃
G
。
①
］

「遊牧民」から「農民」へ（岩本）

　
［
り
ω
？
反
語
］
に
は
、
羊
税
の
規
定
が
あ
り
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
カ
ー
ヌ
ー
ン
に
従
い
「
羊
二
頭
に
つ
き
一
ア
ク
チ
ェ
」
と
課
税
額
が
定
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

れ
て
い
る
。
ま
た
バ
ー
ド
・
ハ
ヴ
ァ
i
税
、
水
車
税
に
関
す
る
規
定
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
チ
フ
ト
税
（
H
Φ
ω
箏
ざ
聾
）
な
ど
の
オ
ス
マ
ン
朝

に
お
い
て
一
般
的
な
耕
地
・
作
物
税
を
徴
収
す
る
旨
を
定
め
た
規
定
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
部
族
集
団
を
含
む
羊
の
保
有
者
を
対
象
と
し
た

税
と
し
て
は
、
郵
税
の
他
に
冬
営
地
税
（
H
Φ
。
。
ヨ
回
目
邑
算
≧
魯
雪
）
、
二
合
地
税
（
瞬
Φ
ω
出
山
羅
臼
葵
）
、
囲
い
税
（
叫
Φ
ω
ヨ
高
餌
覧
な
讐
鋳
）
群
れ
税

（
附
①
G
◎
旨
P
一
同
　
ω
¢
H
信
）
等
が
あ
り
、
ボ
ゾ
ク
県
が
属
す
る
ル
ー
ム
州
、
デ
ュ
ル
カ
デ
ィ
ル
州
の
法
令
集
に
は
こ
れ
ら
の
税
や
賦
役
に
関
す
る
規
定
が

見
ら
れ
る
が
、
ボ
ゾ
ク
県
法
令
集
に
は
こ
れ
ら
の
規
定
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
オ
ス
マ
ン
朝
は
部
族
集
団
が
生
産
す
る
羊
毛
や
皮
革
、

馬
や
ラ
ク
ダ
と
い
っ
た
家
畜
そ
の
も
の
を
各
種
税
や
賦
役
の
中
に
取
り
込
み
積
極
的
に
利
用
し
た
が
、
ボ
ゾ
ク
県
の
法
令
集
に
は
、
行
政
側
が

4ユ（289）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

皮
革
や
羊
毛
や
羊
以
外
の
家
畜
を
徴
収
し
よ
う
と
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
［
⑩
ω
甲
図
呂
で
は
、
以
下
の
税
目
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

42　（290）

　
か
つ
て
、
レ
ア
ー
ヤ
ー
め
い
め
い
が
収
穫
を
脱
穀
す
る
前
に
、
（
収
穫
の
）
残
り
を
取
り
分
け
る
他
に
、
ヘ
ズ
ィ
ー
ル
・
ア
ク
チ
ェ
（
冨
N
坤
聾
ゆ
Φ
ω
一
）
と

雷
っ
て
一
定
董
の
ア
ク
チ
ェ
が
取
ら
れ
た
後
、
五
分
の
～
（
習
ヨ
ω
）
に
従
っ
て
そ
の
（
中
の
国
の
）
取
り
分
を
（
税
と
し
て
）
取
っ
た
。
（
中
略
）
今
で
は
、

脱
穀
さ
れ
た
穀
物
が
計
測
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
五
分
の
一
の
収
穫
が
（
税
と
し
て
）
取
ら
れ
、
ヘ
ズ
ィ
！
ル
・
ア
ク
チ
ェ
が
取
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
せ

よ
。

　
そ
し
て
ま
た
各
耕
地
（
ゆ
一
津
）
か
ら
ご
～
ア
ク
チ
ェ
ず
つ
チ
フ
ト
税
が
取
ら
れ
て
い
た
。
オ
ス
マ
ン
朝
の
諸
国
土
（
日
⑫
日
鋤
ぽ
犀
点
○
し
。
点
き
↓
）
で
は
遊
牧
民

（
愚
H
艶
）
か
ら
チ
フ
ト
税
は
取
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
前
述
の
者
（
遊
牧
民
）
か
ら
チ
フ
ト
税
は
廃
止
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
図
宕
凶
一
一
ト
⊃
ω
O
山
ω
N
卜
σ
ω
O
幽
ω
①
］

　
こ
の
中
で
、
チ
フ
ト
税
を
「
遊
牧
民
か
ら
は
徴
収
し
な
い
」
と
し
て
廃
止
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
規
定
か
ら
、
［
り
ω
￥

囚
盗
の
段
階
で
は
行
政
側
が
、
「
ボ
ゾ
ク
県
に
は
遊
牧
民
が
居
住
し
て
い
る
」
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
読
み
と
れ
る
。
た
だ
し
、

「
収
穫
の
五
分
の
一
を
微
収
す
る
」
と
の
規
定
は
廃
止
さ
れ
て
い
な
い
。
オ
ス
マ
ン
朝
に
お
い
て
収
穫
物
の
何
割
か
を
現
物
で
徴
収
す
る
税
は

　
　
　
　
　
　
　
⑦

ウ
シ
ュ
ル
税
（
9
包
で
あ
る
の
で
、
～
五
三
〇
⊥
一
二
年
の
ボ
ゾ
ク
県
に
お
い
て
、
ウ
シ
ュ
ル
税
と
し
て
収
穫
の
五
分
の
一
が
徴
収
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
で
は
、
［
⑩
ω
甲
閑
豊
か
ら
二
十
五
年
後
に
作
成
さ
れ
た
「
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
六
三
年
ボ
ゾ
ク
県
・
法
令
集
」
（
以
下
［
⑩
8
山
呂
と
略
す
）
で
は

上
記
の
諸
税
に
関
す
る
規
定
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



睡牧民」から「農民」へ（岩本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
ゼ
ア
メ
ト
保
有
者
（
註
、
p
巨
叫
）
、
ス
ィ
パ
ー
フ
、
レ
ア
ー
ヤ
ー
そ
し
て
遊
牧
民
（
愚
H
鼻
）
の
中
の
あ
る
者
が
土
地
（
の
用
益
権
）
を
保
有
（
藁
慈
霞
鳳
）

し
て
い
た
場
合
、
チ
フ
ト
税
が
割
り
当
て
ら
れ
、
全
チ
フ
ト
（
け
§
p
語
ゆ
捧
）
を
持
つ
者
へ
は
三
六
、
半
チ
フ
ト
（
巳
旨
ゆ
聾
）
と
の
記
録
が
あ
る
者
へ
は

一
八
ア
ク
チ
ェ
、
そ
し
て
土
地
を
持
た
な
い
既
婚
者
（
ヨ
冒
Φ
＜
＜
Φ
。
）
に
は
心
急
ア
ク
チ
ェ
ず
つ
ベ
ン
ナ
ー
ク
税
（
話
ω
目
高
げ
Φ
寒
葵
）
が
、
独
身

（
日
口
。
Φ
嵩
Φ
畠
）
で
働
い
て
お
り
耕
地
を
耕
す
こ
と
が
出
来
る
者
へ
は
六
ア
ク
チ
ェ
ず
つ
ジ
ャ
バ
税
（
『
o
ω
ヨ
凶
暴
寓
）
が
記
載
さ
れ
る
。

　
前
述
の
地
域
（
ボ
ゾ
ク
県
）
の
諸
ウ
シ
ュ
ル
税
（
留
錫
）
は
古
く
か
ら
（
収
穫
の
）
五
分
の
一
が
取
ら
れ
て
い
る
の
で
、
以
前
の
決
定
に
従
い
、
再
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

（
ウ
シ
ュ
ル
税
の
税
率
は
収
穫
の
五
分
の
一
と
）
定
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
未
開
墾
、
空
き
地
の
中
か
ら
農
耕
を
行
う
た
め
に
（
土
地
を
）
求
め
る
者
は
、
地
券
（
耳
芝
）
を
も
っ
て
与
え
ら
れ
、
～
ミ
ュ
ッ
ド
の
穀
物
が
蒔
か
れ
る

土
地
の
な
か
で
良
質
の
土
地
に
対
し
て
は
三
〇
、
申
程
度
（
の
土
地
）
に
対
し
て
は
二
〇
、
質
の
悪
い
土
地
に
対
し
て
は
一
五
ア
ク
チ
ェ
が
徴
収
さ
れ
よ
。

　
昔
か
ら
農
耕
が
行
わ
れ
て
い
る
耕
地
が
、
三
年
間
連
続
し
て
開
墾
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
や
そ
の
（
土
地
の
）
保
有
者
が
死
亡
し
耕
作
が
な
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
地
券
と
引
き
換
え
に
（
希
望
者
に
用
益
の
）
権
利
が
与
え
ら
れ
よ
。
富
者
に
対
し
て
は
五
〇
ア
ク
チ
ェ
、
中
流
か
ら
は
四
〇
ア
ク

チ
ェ
、
貧
者
か
ら
は
二
五
ア
ク
チ
ェ
が
取
ら
れ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
囚
圏
囚
一
り
ト
∂
ω
Q
◎
ー
ト
り
膳
『
］

　
チ
フ
ト
税
、
ウ
シ
ュ
ル
税
に
関
す
る
規
定
が
初
め
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
［
ゆ
①
ω
－
馳
駆
］
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
タ
ブ
税

　
　
　
　
　
⑪

（
同
Φ
o
α
回
P
l
国
け
9
噂
信
）
と
呼
ば
れ
る
耕
地
の
用
益
権
取
得
と
引
き
替
え
に
支
払
う
税
の
規
定
も
初
め
て
登
場
し
て
お
り
、
ボ
ゾ
ク
県
に
お
い
て
当
地

の
住
民
が
農
耕
を
行
う
た
め
に
耕
地
を
獲
得
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
対
し
て
、
［
霧
甲
囲
邑
に
は
羊
税
に
関
す
る
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
ら
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
法
令
集
を
見
る
限
り
、
一
六
世
紀
申
頃
ま
で
に
ボ
ゾ
ク
県
に
お
け
る
税
制
が
、
耕
地
を
保
有
し
耕
作
を
行
う
村
に
定
住
す
る

住
民
、
す
な
わ
ち
農
民
を
対
象
に
し
た
も
の
に
変
化
し
た
と
述
べ
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
［
り
ω
？
囚
呂
の
段
階
で
遊
牧
民
を
対
象
と
し
た
税
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表1　［TDI55］におけるジ耕地・作物税」と「非耕地・非作物税」の～覧

租税台帳No／作成年 「非耕地・非作物税」 「耕地・作物税」

羊　税 メズラアで栽培される穀物に紺するウシュル税

TDI55／！530－31 結婚税 水車税

バード・ハヴァー税

［TDI55］よりf乍成

が
羊
税
以
外
に
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
既
に
租
税
台
帳
が
作
ら
れ
始
め
た
段
階
で
、
行
政
側
が
ボ
ゾ
ク

県
の
部
族
集
団
を
他
地
域
の
遊
牧
民
と
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

第
二
節
　
租
税
台
帳
に
お
け
る
ボ
ゾ
ク
県
住
民
認
識
の
変
遷

　
｝
　
租
税
台
帳
記
載
形
式
に
晃
る
住
民
認
識
の
変
遷

　
本
節
で
は
、
法
令
集
の
各
種
税
に
関
す
る
規
定
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
租
税
台
帳

を
確
認
し
つ
つ
、
ボ
ゾ
ク
県
の
部
族
集
団
を
行
政
側
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
［
Φ
G
。
甲
上
呂
と
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
［
日
∪
一
〇
呂
に
は
、
レ
ア
ー
ヤ
ー
か
ら
徴
収
さ
れ
る
税
目
と
し
て
、

羊
税
、
結
婚
税
（
回
㊦
ω
営
P
－
H
　
餌
H
儒
o
o
）
、
バ
ー
ド
・
ハ
ヴ
ァ
ー
税
と
い
っ
た
非
耕
地
・
非
作
物
税
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
～

方
で
、
法
令
集
に
「
遊
牧
民
か
ら
は
徴
収
し
な
い
」
と
書
か
れ
た
チ
フ
ト
税
な
ど
の
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

前
述
の
冬
営
地
税
な
ど
の
記
録
も
全
く
見
ら
れ
な
い
。
（
表
1
参
照
）

　
た
だ
し
、
胃
O
届
呂
で
は
、
メ
ズ
ラ
ア
ご
と
に
穀
物
の
収
穫
量
と
収
穫
物
に
対
す
る
課
税
額
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
税
に
つ
い
て
は
、
「
穀
物
か
ら
（
き
畔
σ
q
亀
Φ
＼
σ
q
農
巴
」
と
の
み
書
か
れ
て
お
り
、
「
ウ
シ
ュ
ル
」
と

は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
穀
物
の
量
と
課
税
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
［
り
O
Q
甲
囚
客
］
に
は
「
諸
ウ

シ
ュ
ル
税
は
古
く
か
ら
五
分
の
一
が
取
ら
れ
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
記
録
は
ウ
シ

ュ
ル
税
を
指
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
胃
U
δ
巴
で
は
、
非
耕
地
・
非
作
物
税
が
税
目
の
中
心
を

な
し
て
い
る
も
の
の
、
耕
地
・
作
物
税
も
徴
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
次
に
、
租
税
台
帳
の
記
載
形
式
に
も
特
徴
が
あ
る
。
［
日
O
H
O
㎝
］
で
は
、
カ
ビ
ー
レ
、
ジ
ェ
マ
ア
ト
と
い
っ
た

部
族
集
団
名
が
最
初
に
記
さ
れ
、
続
け
て
、
総
課
税
額
と
税
目
、
税
目
ご
と
の
課
税
額
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
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「遊牧罠」から「農民」へ（岩本）

獄

聾
①部族集団名
cemaat－i　Erkeklti　an　kabrle－yi

Kizilkocalu

②課税対象者の名前，総数

nefer（課税対象者総数）：28

hane　（課税戸数）　：25

③課税額の総計，税目とその課税額

hasil：　1，316　（akge）

resm－i　ganem：　700　（akge）

resm－i　arus：　196　（akge）

bad－i　hava：　420　（akge）
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董

／

蕊霧
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④メズラアの名称・課税額
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f
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図1　租税台帳［TD155］の記載例［TD155．14］

部
族
集
団
が
メ
ズ
ラ
ア
を
持
つ
場
合

は
、
そ
の
メ
ズ
ラ
ア
の
名
前
と
メ
ズ

ラ
ア
の
収
穫
物
に
対
す
る
ウ
シ
ュ
ル

税
の
課
税
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
い

わ
ば
、
部
族
集
団
ご
と
に
個
々
の
税

目
と
課
税
額
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

部
族
集
団
が
区
分
の
基
準
と
な
っ
て

い
る
。
（
図
1
参
照
）
こ
こ
か
ら
、
同

時
代
の
ボ
ゾ
ク
県
に
お
い
て
租
税
台

帳
を
作
成
し
た
行
政
側
が
、
ボ
ゾ
ク

県
の
住
人
を
部
族
集
団
に
基
づ
い
て

区
分
し
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
た
だ
し
、
土
地
・
作
物
税
が
徴

収
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ボ
ゾ
ク

県
の
部
族
集
団
の
生
業
が
遊
牧
の
み

で
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ

、
つ
。

　
前
章
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
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表2　［TD315］における「耕地・作物税」と「非耕地・非作物税」の一覧

租税台帳 「非耕地・非作物税」 「耕地・作物税」

羊　税 チフト税

結婚税 チフト税

バード・ハヴァー税 ニーム税

牧草地税 ベンナーク税

ジャバ税

ウシュル税

小　麦

大　麦

マメ科植物（mercimek）
TD3ユ5／1556－57

連理草類（burgak）等

タブ税

巣箱税

亜麻のウシュル税（6§Ur－i　kettan）

果物のウシュル税（O§“亘§ira）

果樹園税

菜園税

水車税

メズラアで栽培される穀物に対するウシュル税

［TD3a5］より作成

令
孫
に
お
い
て
は
［
り
①
甲
図
邑
で
税
の
規
定
は
大
き
く

変
化
し
耕
地
・
作
物
税
が
中
心
と
な
っ
た
。
で
は
、

［り

@
甲
囚
屋
と
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
胃
u
G
。
H
㎝
］
で

も
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
［
6
0
ω
嵩
］
で
は
、
チ
フ
ト
税
と
小
麦
（
α
q
2
曾
臼
）
、

大
麦
（
噸
鉾
H
）
等
の
作
物
ご
と
の
ウ
シ
ュ
ル
税
が
必
ず
記

載
さ
れ
て
い
る
。
（
表
2
参
照
）
加
え
て
、
タ
ブ
税
、
巣
箱

税
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
H
①
ω
旨
高
　
吋
O
＜
玉
目
）
・
水
車
税
・
果
樹
園
税
（
霧
昆

び
p
磨
Φ
）
、
菜
園
税
（
婦
Φ
ω
H
P
I
一
げ
O
ω
叶
◎
昌
）
等
の
耕
地
・
作
物
税

が
主
な
税
目
と
し
て
登
場
し
、
以
前
か
ら
見
ら
れ
た
税
は

羊
税
、
結
婚
税
、
バ
ー
ド
・
ハ
ヴ
ァ
i
税
、
メ
ズ
ラ
ア
か

ら
の
収
穫
物
に
対
す
る
税
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

［り

@
ω
－
囚
宕
］
と
符
合
し
て
、
耕
地
・
作
物
税
の
税
目
が

初
め
て
、
そ
し
て
大
量
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
胃
∪

ω
一
呂
に
お
け
る
大
き
な
変
化
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
。

そ
の
一
方
、
非
耕
地
・
非
作
物
税
の
税
目
は
、
牧
草
地
引

（
H
Φ
。
・
ヨ
高
魯
《
ミ
。
膏
犀
）
が
新
し
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

つ
た
程
度
で
ほ
と
ん
ど
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
耕

地
の
獲
得
時
に
支
払
う
タ
ブ
税
が
胃
U
G
。
8
］
に
も
出
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て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
税
制
上
の
み
な
ら
ず
、
ボ
ゾ
ク
県
の
住
民
に
よ
る
耕
地
の
獲
得
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
租
税
台
帳
の
記
載
形
式
に
つ
い
て
も
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
［
日
U
ω
一
㎝
］
に
お
い
て
は
、
［
日
∪
一
〇
巴
の
よ
う
に
カ
ビ
ー
レ
、

ジ
ェ
マ
ア
ト
と
い
っ
た
部
族
集
団
名
ご
と
に
区
分
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
村
名
が
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
、
課
税
対
象
者
の
名
前
と
そ
の
総
数
、

さ
ら
に
課
税
額
の
総
計
と
税
目
及
び
税
目
ご
と
の
課
税
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
（
図
2
参
照
）
つ
ま
り
、
部
族
集
団
で
は
な
く
村
名
ご
と
に
区

分
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
村
に
メ
ズ
ラ
ア
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
メ
ズ
ラ
ア
の
名
前
と
メ
ズ
ラ
ア
で
収
穫
さ
れ
る
穀
物

に
対
す
る
課
税
額
が
記
さ
れ
て
お
り
、
部
族
集
団
名
は
そ
の
村
に
居
住
す
る
部
族
集
団
が
存
在
す
る
場
合
に
、
村
名
の
後
に
記
さ
れ
る
に
過
ぎ

な
い
。
す
な
わ
ち
、
部
族
集
団
か
ら
村
へ
地
域
区
分
の
単
位
が
変
わ
り
、
区
分
上
、
部
族
集
団
と
そ
の
居
住
地
の
主
従
関
係
が
逆
転
し
て
い
る

「遊牧民」から「農民」へ（岩本）
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　　　図2　租税台帳［TD315］の記載例［TD315：74］

①村名一村に居住する遊牧集団名，ディルリク受領者の名

　　を続けて記載

karye－yi　Kavak　viran　an　cemaat－i　Turnahanlu－yi　kabile－yi

　　Kizilkocalu　tabi　一yi　Elma　hacilu

timar－i　Murad　v（veled）一i　Gumkfin

②課税女橡者の名前とその総数

nefer：8　hane：4
③課税額の総計，税目とその課税額

hasil：　1300　（akge）

an　el－gallat：　500　（akge）

　　　gendum：　60kTle　sa‘ir：　50kfle

an　el－rttsumat：　800

　　　resm－i　gift：　2　aded　nim　fr　18：　36　（akge）

　　　resm－i　bennak　4　aded　ff　12：　48　（akge）

　　　resm－i　agnam：　616　（akge）

　　　resm－i　kovan：　102　（akge）

　　　resm－i　arus：　20　（akge）

　　　resm－i　tapu　ve　destbani：　50　（akge）

　　　bad－i　hava：　O　（akge）

④メズラァの名称と課税額

mezraa－yi　Alip　pinar　nezd－i　karye－yi　Kavak　viran　timar－i

　Murad　veled－i　Gumkan

hasil：　140　（akge）
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の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
法
令
集
に
お
い
て
税
に
関
す
る
規
定
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
と
符
合
し
て
、
一
六
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
の
ボ
ゾ
ク

県
で
は
、
非
耕
地
・
非
作
物
税
か
ら
、
農
作
物
か
ら
徴
収
さ
れ
る
耕
地
・
作
物
税
へ
実
際
に
徴
収
さ
れ
た
税
目
の
中
心
も
移
行
し
、
ボ
ゾ
ク
県

の
区
分
単
位
が
部
族
集
団
か
ら
村
へ
と
移
行
し
、
部
族
集
団
の
意
義
が
低
下
し
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。

48　（296）

　
二
　
租
税
課
税
額
に
見
る
住
民
認
識
の
変
遷

　
続
い
て
、
租
税
台
帳
に
記
録
さ
れ
た
ボ
ゾ
ク
県
全
域
の
実
際
の
課
税
額
の
変
化
を
基
に
、
税
制
、
税
目
、
記
載
方
式
の
お
け
る
行
政
側
の
部

族
集
団
に
対
す
る
認
識
の
変
遷
が
実
際
の
徴
税
額
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
た
か
を
考
察
す
る
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
胃
U
一
〇
〇
］
で
は
部
族
集
団
ご
と
に
区
分
が
な
さ
れ
、
部
族
集
団
が
メ
ズ
ラ
ア
を
持
つ
場
合
の
み
そ
の
メ
ズ
ラ
ア
の

名
と
税
目
、
課
税
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
部
族
集
団
名
が
書
か
れ
な
い
メ
ズ
ラ
ア
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
村
そ
の
も
の
も

県
全
体
で
た
っ
た
六
村
し
か
見
ら
れ
な
い
。
対
し
て
、
胃
u
G
。
届
］
で
は
村
ご
と
に
区
分
が
な
さ
れ
、
続
け
て
そ
の
村
に
帰
属
す
る
部
族
集
団

の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
部
族
集
団
か
ら
村
へ
区
分
基
準
が
変
化
し
た
胃
U
ω
届
］
で
は
、
胃
U
一
国
］
と
は
大
き
く
異
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

村
の
数
が
七
〇
二
村
に
増
加
し
、
さ
ら
に
村
名
の
み
で
部
族
名
が
記
載
さ
れ
な
い
例
が
非
常
に
多
く
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
で
は
、
そ
れ
ら
の
部
族
集
団
名
記
載
の
村
お
よ
び
メ
ズ
ラ
ア
と
部
族
集
団
名
無
記
載
の
村
、
メ
ズ
ラ
ア
を
比
較
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

徴
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ボ
ゾ
ク
県
全
体
で
の
課
税
額
で
は
、
部
族
集
団
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
村
、
メ
ズ
ラ
ア
に
対
す
る
総
課
税
額
は
、
計
一
九
三
万
人
、
四
九

　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

九
ア
ク
チ
ェ
中
一
〇
七
万
一
、
一
四
一
ア
ク
チ
ェ
と
総
勢
税
額
の
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
課
税
対
象
者
の
総
数
に
つ
い
て
は
二
十
六
、
六
四
二
人
中

一
二
五
、
五
三
八
人
置
ボ
ゾ
ク
県
全
体
の
課
税
対
象
者
人
口
の
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
村
お
よ
び
メ
ズ
ラ
ア
の
総
数
（
地
片
数
）
で
は
一
、
三
一
八

中
心
八
九
と
全
景
片
数
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
ず
れ
も
全
体
の
半
分
以
上
を
部
族
集
団
名
無
記
載
の
村
・
メ
ズ
ラ
ア
が
占
め
て
い
る
。
（
表

3
参
照
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
傾
向
が
ボ
ゾ
ク
県
全
体
で
～
律
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ボ
ゾ
ク
郡
の
み
に
限
っ
た
場
合
、
部
族
集
団
名
無



「遊牧民」から「農民」へ（岩本）

表3　［TD315］における「耕地・作物税」と「非耕地・非作物税」の一覧

税　収 人　　口 地　　片

課税額 課税者数 課税世帯数 村 メズラア 村・メズラア総数

総　計 628，626 8，826 5，950 255 247 502

ボゾク郡 無記載 231，772 3，323 2，556 95 ユ65 260

記載 396，854 5，503 3β94 160 82 242

総　計 1，306，873 17，816 9，161 447 369 816

アク・ダー郡 無記載 839，369 12，215 6，004 318 211 529

記　載 467，504 5，601 3」57 129 158 287

総計 ユ，935，499 26，642 15，111 702 616 L318

ボゾク県 無記載 1，071，141 150538 8，560 413 376 789

記　載 864β58 11，104 6，551 289 240 529

税収　単位：アクチェ

［TD315ユより作成

ボゾク県村・メズラア総

数における部族集団名
　記載・無記載の比率

ボゾク県課税講者総数
における部族集団名
記載・無記載の比率

ボゾク県課税額におけ
る部族集団名

記載・無記載の比率

載
％

記
録

記
載
の
村
お
よ
び
メ
ズ
ラ
ア
が
ボ
ゾ
ク
郡
に

対
す
る
総
記
税
額
の
三
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
課

税
対
象
者
の
総
数
の
三
入
パ
ー
セ
ン
ト
し
か

占
め
て
お
ら
ず
、
部
族
集
団
名
記
載
の
村
、

メ
ズ
ラ
ア
の
方
が
む
し
ろ
多
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
ボ
ゾ
ク
郡
の
二
倍
の
課
税
対
象
者
人

口
を
有
す
る
ア
ク
・
ダ
i
郡
で
は
、
課
税
額

の
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
課
税
対
象
者
の
総
数

の
六
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
村
、
メ
ズ
ラ
ア
の
地

片
目
の
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
部
族
集
団
名
無

記
載
の
村
、
メ
ズ
ラ
ア
が
占
め
て
い
る
。
地

域
的
な
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
わ
ず
か
二
十

五
年
前
に
作
成
さ
れ
た
胃
U
一
呂
］
で
は
、

部
族
集
団
ご
と
に
区
分
が
成
さ
れ
て
い
た
た

め
に
、
部
族
集
団
名
無
記
載
の
村
、
メ
ズ
ラ

ア
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、

宥
U
Q
。
一
α
］
に
お
い
て
課
税
額
、
課
税
対

象
者
、
地
片
数
全
て
で
部
族
集
団
名
無
記
載

の
村
お
よ
び
メ
ズ
ラ
ア
が
全
体
の
半
分
以
上
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を
占
め
る
ほ
ど
に
部
族
集
団
名
無
記
載
の
村
・
メ
ズ
ラ
ア
が
激
増
し
た
事
実
は
特
筆
に
値
す
る
。

　
で
は
、
こ
の
部
族
集
団
名
無
記
載
の
村
・
メ
ズ
ラ
ア
が
爆
発
的
に
増
加
し
た
理
由
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
胃
∪
一
㎝
巴

と
胃
b
ω
一
書
の
問
の
二
〇
年
間
で
、
ボ
ゾ
ク
県
へ
特
定
の
部
族
集
団
に
属
し
て
い
な
い
農
民
が
大
量
に
流
入
し
村
を
形
成
す
る
に
至
っ
た

と
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
期
の
ア
ナ
ト
リ
ア
は
、
～
五
二
六
か
ら
二
年
間
続
い
た
カ
レ
ン
デ
ル
・
オ
ー
ル
（
困
巴
①
巳
費
轟
ζ
の
乱

以
降
、
大
き
な
戦
乱
は
起
こ
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
流
入
が
進
ん
だ
時
代
に
あ
た
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

同
時
期
の
部
族
集
団
名
無
記
柔
革
・
メ
ズ
ラ
ア
の
増
加
が
、
県
外
か
ら
の
農
民
が
大
量
に
流
入
し
、
住
民
の
大
半
が
入
れ
替
わ
っ
た
こ
と
に
よ

り
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
む
し
ろ
、
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
こ
の
時
期
に
、
行
政
側
が
税
制
上
ボ
ゾ
ク
県
住
民
を
農
民
と
し
て

扱
う
に
至
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
行
政
側
が
ボ
ゾ
ク
県
の
住
民
を
「
遊
牧
民
」
で
は
な
く
村
に
住
む
「
農
民
」
と
認
識
す

る
よ
う
に
な
り
、
村
、
メ
ズ
ラ
ア
の
み
で
部
族
集
団
名
が
記
載
さ
れ
ず
、
も
は
や
「
遊
牧
民
」
と
は
行
政
側
に
認
識
さ
れ
な
く
な
っ
た
ボ
ゾ
ク

県
住
民
が
多
数
登
場
し
た
結
果
、
部
族
集
団
名
無
記
載
村
・
メ
ズ
ラ
ア
の
増
加
を
引
き
起
こ
し
た
可
能
性
が
高
い
。
言
わ
ば
、
帳
簿
上
の
部
族

集
団
名
無
記
載
の
村
、
メ
ズ
ラ
ア
の
著
し
い
増
加
も
行
政
側
が
ボ
ゾ
ク
県
の
住
民
を
「
遊
牧
民
」
で
は
な
く
「
農
民
」
と
し
て
認
識
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
な
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
ま
と
め
る
と
、
法
令
集
の
各
種
規
定
、
租
税
台
帳
の
記
載
様
式
、
税
目
、
税
額
の
い
ず
れ
の
点
に
お
い
て
も
、
一
六
世
紀
前
半
の
ボ
ゾ
ク
県

で
は
、
地
域
の
住
民
が
行
政
側
に
よ
り
「
遊
牧
民
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
、
租
税
を
徴
収
す
る
行
政
側
が
ボ

ゾ
ク
県
の
住
民
の
生
業
を
遊
牧
で
は
な
く
農
耕
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
、
ボ
ゾ
ク
県
住
民
を
村
に
住
む
「
農
民
」
と
し
て
扱
う
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
実
際
の
生
業
の
変
化
に
即
応
す
る
も
の
と
し
て
台
帳
上
の
変
化
が
ボ
ゾ
ク
県
に
お
け
る
急
速
な
遊
牧
罠
の
定
住
化

に
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
前
述
の
急
速
な
定
住
化
の
進
展
に
は
行
政
側
に
よ
る
部
族
集
団
の
認
識
の
変
遷
と
い
う
要
素
こ
そ
が
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ボ
ゾ
ク
県
に
お
け
る
遊
牧
民
の
定
住
化
と
は
、
生
業
が
実
際
に
遊
牧
か
ら
農
耕
へ
移
行
し
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た
か
ど
う
か
と
は
別
に
、
ボ
ゾ
ク
県
の
住
民
を
「
遊
牧
民
」
で
は
な
く
「
農
民
」
と
し
て
扱
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
行
政
側
の
認
識
の
上
で
の

「
遊
牧
民
」
の
「
定
住
化
」
と
い
う
側
面
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

「遊牧民」から「農民」へ（岩本）

①
オ
ス
マ
ン
朝
に
お
け
る
税
制
、
税
目
に
関
し
て
は
以
下
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た

　
い
。
O
曽
α
q
恥
＄
ざ
。
笹
9
斤
こ
（
垂
心
刈
ア
唱
や
膳
o
Q
ら
Q
『
詔
押
写
亀
9
ぎ
属
；
．
6
ω
ヨ
四
巳
臣
舞
、
紆

　
H
鉱
遷
働
葺
。
。
O
霞
院
．
甲
ヒ
ロ
ミ
ミ
§
＼
冨
誌
§
、
ミ
諮
ミ
ミ
斜
×
×
戯
文
”
（
一
り
㎝
O
Y
箸
■

　
宅
守
2
ρ
閏
曽
0
9
却
ω
’
㌦
．
菊
霞
巴
ω
o
o
δ
受
ぎ
諺
麸
8
一
一
裂
き
聖
駕
①
ゆ
既
ζ
霧

　
象
H
闘
α
q
穿
Φ
。
。
騨
齢
Φ
①
三
ず
8
昌
ε
門
ざ
同
、
ド
寄
ミ
ミ
羅
墨
鴨
蹴
賦
ミ
譜
防
ミ
、
神
宝
嗣
×
レ
u

　
（
一
り
刈
刈
）
も
野
一
2
－
一
り
0
．

②
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
百
三
十
七
年
（
西
暦
一
五
三
〇
±
三
年
）
に
作
成
さ
れ
た
ボ

　
ゾ
ク
県
初
の
法
令
集
。
全
体
の
分
量
は
計
四
葉
で
七
三
条
か
ら
な
る
。

③
ス
ィ
パ
ー
ヒ
…
、
サ
ン
ジ
ャ
ク
・
ベ
イ
へ
支
払
わ
れ
る
雑
税
を
指
す
。

④
水
車
、
風
車
、
粉
ひ
き
器
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
税
。
曾
σ
q
重
要
ざ
名
鉱
f

　
（
一
ゆ
ミ
）
も
℃
U
8
ふ
O
餅

⑤
二
頭
の
牛
に
黎
を
引
か
せ
て
耕
作
し
、
地
力
を
損
な
う
こ
と
な
く
一
定
量
の
収

　
穫
を
維
持
し
う
る
規
模
の
耕
地
を
一
チ
フ
ト
と
定
義
し
、
～
チ
フ
ト
以
上
の
耕
地

　
を
所
有
す
る
農
民
を
チ
フ
ト
、
半
チ
フ
ト
以
下
の
耕
地
し
か
持
た
な
い
農
民
を

　
二
…
ム
、
半
チ
フ
ト
未
満
の
耕
地
し
か
持
た
な
い
零
細
農
民
で
既
婚
の
者
を
ベ
ン

　
ナ
ー
ク
、
耕
地
を
持
た
な
い
者
を
ジ
ャ
バ
、
ま
た
は
ミ
ユ
ジ
ェ
ッ
レ
ド
と
分
類
し
、

　
こ
の
分
類
に
応
じ
て
徴
収
さ
れ
た
耕
地
に
対
す
る
税
。
0
9
α
q
帥
欝
ざ
。
唱
■
。
貫

　
（
一
㊤
ミ
）
ら
ワ
蒔
。
。
ω
出
＝
一
永
田
前
掲
一
五
四
1
～
五
八
頁
、
多
田
守
コ
五
－
一

　
六
世
紀
の
O
α
琴
糸
郡
扁
四
西
南
ア
ジ
ア
研
究
㎞
六
二
（
二
〇
〇
五
年
）
二
四
－
四

　
九
頁
。

⑥
［
説
話
図
ビ
H
㊤
マ
8
企
卜
。
罐
山
。
。
刈
騨
ご
巳
き
お
。
℃
．
鼻
‘
（
一
①
。
。
G
。
）
Ψ
庖
．
9
よ
①
　

　
O
島
。
巳
F
。
P
。
欝
（
一
㊤
。
。
刈
γ
窓
．
卜
⊃
一
－
鱒
G
。
二
二
沢
前
掲
　
一
九
八
九
年
　
一
ニ
ー

　
一
　
○
頁
。

⑦
耕
地
か
ら
収
穫
さ
れ
た
耕
作
物
の
腰
割
か
を
現
物
で
納
め
る
税
。
た
だ
し
、
租

　
税
台
帳
に
は
徴
収
さ
れ
た
収
穫
物
そ
の
も
の
の
重
最
と
現
金
に
換
算
し
た
額
の
両

　
方
ま
た
は
一
方
が
記
載
さ
れ
た
。
ボ
ゾ
ク
県
で
は
収
穫
物
の
量
を
重
量
単
位
キ
ー

　
レ
も
し
く
は
ケ
イ
レ
（
窪
Φ
＼
ぎ
覧
Φ
）
で
示
し
た
後
に
、
ア
ク
チ
ェ
に
換
算
し
た

　
課
税
額
を
併
記
し
て
い
る
。
キ
ー
レ
の
値
は
時
代
と
地
域
に
よ
り
差
異
が
見
ら
れ

　
る
が
、
標
準
的
な
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
・
キ
ー
レ
で
は
、
小
麦
一
キ
ー
レ
が
約
二
五
キ

　
ロ
グ
ラ
ム
分
に
相
嶺
す
る
。

⑧
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
六
三
年
（
西
暦
一
五
五
六
－
五
七
年
）
に
作
成
さ
れ
た
ボ
ゾ
ク

　
県
・
法
令
集
。
全
体
の
分
量
は
全
体
の
分
量
は
計
三
葉
、
四
八
条
か
ら
な
る
。

⑨
原
文
で
は
．
、
ざ
琶
蓮
華
。
ぎ
ヨ
鱗
旨
”
．
と
冨
琶
が
重
複
し
て
い
る
。

⑩
　
重
褄
ま
た
は
容
積
の
単
位
。
二
〇
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
・
キ
ー
レ
に
相
当
し
、
小
麦

　
の
場
合
は
約
五
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
。
た
だ
し
、
一
ミ
ュ
ッ
ド
（
ヨ
碧
山
）
の
量
は

　
時
代
、
地
域
、
対
象
に
よ
り
大
き
く
異
な
る
。

⑪
無
主
地
と
な
り
国
庫
に
没
収
さ
れ
た
レ
ア
ー
ヤ
ー
の
耕
作
地
、
ま
た
は
未
開
墾

　
地
の
用
益
権
を
他
の
レ
ア
ー
ヤ
ー
が
獲
得
す
る
際
に
支
払
う
税
。
た
だ
し
、
父
か

　
ら
子
へ
耕
作
地
の
用
益
権
を
相
続
す
る
場
合
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。
O
帥
α
q
四
鼠
ざ

　
属
‘
．
、
O
ω
ヨ
き
げ
ぎ
腿
【
讐
。
「
ご
讐
。
紆
屋
二
野
5
艮
跳
。
盃
N
置
①
8
凛
舞
酔
器
母
凄
・

　
｛
儒
＜
Φ
ぎ
ユ
訂
＝
輿
N
一
母
㌦
．
u
N
園
署
薄
§
凡
ミ
ぎ
、
蝿
題
鮮
即
詰
ぎ
ミ
巳
－
賦
寄
恥
§

　
N
ミ
画
瀞
§
讐
，
遷
馬
偽
§
蟄
ミ
こ
＆
N
磯
、
§
（
〉
づ
ζ
昼
旧
り
欝
）
も
ワ
お
①
ム
ω
ω
・

⑫
牧
畜
に
関
す
る
規
定
は
門
家
畜
の
耕
地
侵
入
に
対
す
る
罰
則
」
の
み
で
あ
る
。

　
［
国
客
区
一
』
ω
。
。
凸
ミ
】

⑬
養
蜂
用
の
ミ
ツ
バ
チ
の
巣
箱
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
税
。
O
帥
α
Q
9
冨
ざ
。
「
b
陣
£

　
（
一
〇
ミ
）
も
℃
ひ
O
c
。
よ
8
．

⑭
胃
U
ω
観
］
に
は
、
夏
営
地
税
と
群
れ
税
の
項
目
が
ご
く
稀
に
登
場
す
る
こ
と

　
が
あ
る
が
、
そ
の
課
税
額
は
羊
税
の
｝
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
ず
極
め
て
少
額
で
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あ
る
。

⑮
冒
∪
8
c
。
ふ
］

⑯
｝
五
三
〇
⊥
三
年
の
ボ
ゾ
ク
県
全
体
の
総
諜
税
額
は
一
四
五
万
三
、
五
六
〇

　
ア
ク
チ
ェ
、
村
の
総
数
は
六
、
メ
ズ
ラ
ア
総
数
は
八
八
四
で
あ
る
。
一
五
五
六
－

　
五
七
年
の
ボ
ゾ
ク
県
全
体
で
の
村
の
総
数
は
七
〇
二
、
メ
ズ
ラ
ア
の
総
数
は
六
一

　
六
と
村
の
総
数
の
極
め
て
大
幅
な
増
加
が
見
ら
れ
る
。
［
↓
O
O
O
c
。
”
㎝
G
。
騨
［
円
U
G
。
一
9

　
㎝
冒
ω
o
ヨ
P
ε
b
｝
r
（
お
刈
膳
）
曽
署
■
認
伊
囚
。
ゆ
。
℃
b
詳
■
ス
一
り
。
。
リ
ア
署
ひ
。
。
一
囚
0
9

　
。
℃
b
苔
（
8
0
0
ぴ
）
も
篤
8
－
悼
8
b
N
堕
。
b
．
。
一
r
（
H
8
り
）
も
や
お
O
為
り
餅

⑰
　
［
日
u
G
。
一
巴
に
は
、
ボ
ゾ
ク
県
の
総
課
税
額
は
一
九
五
万
一
、
八
一
三
ア
ク
チ

　
ェ
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ボ
ゾ
ク
、
ア
ク
・
ダ
ー
両
郡
に
対
す
る
課
税
額
の
総
計
と

　
一
万
六
、
三
～
四
ア
ク
チ
ェ
の
差
が
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
郡
に
対
す
る
課
税
額

　
を
記
し
た
部
分
と
比
較
し
て
、
ボ
ゾ
ク
県
総
課
税
額
を
記
し
た
部
分
に
は
課
税
額

　
の
誤
記
が
目
立
つ
こ
と
や
、
本
稿
で
扱
っ
た
諸
税
目
は
全
て
郡
に
対
す
る
課
税
額

　
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
本
稿
の
表
に
は
冒
∪
ω
一
呂
に
記
載
さ

　
れ
た
値
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
両
郡
の
課
税
額
の
合
計
値
を
ボ
ゾ
ク
県
に
対
す
る

　
総
課
税
額
と
し
て
表
記
し
た
。
冒
U
ω
一
9
0
］

⑱
オ
ス
マ
ン
朝
で
は
、
各
種
租
税
は
原
則
的
に
成
人
男
性
に
の
み
課
税
さ
れ
た
た

　
め
に
、
租
税
台
帳
に
は
課
税
対
象
者
で
あ
る
既
婚
成
人
男
性
の
数
が
「
ハ
ー
ネ

　
（
世
帯
／
げ
磐
Φ
）
」
と
し
て
、
未
婚
成
人
男
性
の
数
が
「
ミ
ュ
ジ
ェ
ッ
レ
ド
」
と

　
し
て
、
さ
ら
に
両
者
の
総
数
が
記
載
さ
れ
た
。
冒
∪
ω
一
〇
］
は
ボ
ゾ
ク
県
に
お
け

　
る
課
税
対
象
者
の
総
数
を
二
級
六
、
六
五
二
と
誤
記
し
て
い
る
。
［
日
U
ω
一
9
£

⑲
た
だ
し
、
こ
の
行
財
政
の
単
位
と
し
て
の
遊
牧
部
族
組
織
の
解
体
、
そ
し
て
そ

　
れ
に
伴
う
史
料
上
の
「
定
住
化
」
現
象
が
、
部
族
集
団
自
体
の
部
族
意
識
の
解
体

　
に
盧
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
七
世
紀
に
お
い
て
も
ボ
ゾ
ク
県

　
内
の
郷
の
一
覧
に
「
ク
ズ
ル
コ
ジ
ャ
ル
偏
、
「
セ
ル
マ
ン
（
ま
た
は
ス
レ
イ
マ

　
ン
）
」
と
い
っ
た
ボ
ゾ
ク
県
に
居
住
す
る
部
族
集
団
の
名
に
由
来
す
る
郷
の
名
が

　
書
か
れ
て
い
る
。
目
く
質
轟
O
鮎
Φ
萬
げ
■
ζ
爵
王
公
目
四
q
N
H
臣
げ
・
U
9
三
即
国
≦
ぞ
ゆ

　
O
Φ
8
＜
一
日
ω
Φ
忍
ご
竃
ゆ
ヨ
①
。
。
舘
Ω
年
ω
ス
H
ω
欝
筈
昌
一
。
。
置
＼
一
。
。
8
ー
リ
ジ
署
■
卜
。
ω
早

　
“
。
。
。
メ
図
く
ξ
9
0
Φ
8
煽
げ
．
U
㊦
「
＜
お
《
爵
馨
ヨ
践
N
已
P
O
穿
く
鋤
ざ
ρ
ρ
餅

　
U
轟
今
期
（
嘗
シ
肉
民
田
職
憩
N
毛
玉
ζ
惑
ミ
忌
ミ
鴨
鼻
鋤
建
§
ξ
神
§
N
象
、
§

　
b
d
蓉
馬
○
。
窪
い
§
ミ
象
§
§
叫
ミ
誠
瀞
三
毛
ミ
琴
ミ
§
眞
（
H
。
。
3
筈
旦
8
0
9
も
℃
■
一
ま
一

　
圏
毬
℃
O
①
一
①
9
Ω
ミ
℃
§
篶
§
鼻
（
囚
。
ω
壁
艮
ぎ
蔓
㊦
＼
H
ω
鼠
口
ぴ
鼻
＝
ホ
こ
お
ト
⊃
ゐ
ω
）
り

　
署
・
①
卜
。
ρ
O
N
b
℃
■
騨
．
一
（
一
①
O
り
）
曽
窓
．
“
c
。
？
δ
餅
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第
二
章
　
「
定
住
化
」
の
要
因

第
…
節
　
部
族
集
団
別
の
租
税
課
税
額
の
変
遷

前
章
で
は
、
行
政
側
の
ボ
ゾ
ク
県
住
人
を
遊
牧
民
か
ら
農
民
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
ボ
ゾ
ク
県
に
お
け
る
「
遊
牧
民
」
の

「
定
住
化
」
の
進
展
に
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
で
は
、
一
六
世
紀
中
頃
に
行
政
側
の
ボ
ゾ
ク
県
住
畏
の
認
識
を

転
換
さ
せ
、
認
識
上
の
「
定
住
化
」
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
再
び
租
税
台
帳
を
用



い
て
、
ボ
ゾ
ク
県
全
域
で
は
な
く
地
域
の
部
族
集
団
ご
と
に
、
耕
地
・
作
物
税
や
非
耕
地
・
非
作
物
税
の
課
税
額
の
経
年
変
化
を
分
析
し
上

記
の
問
題
を
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
ボ
ゾ
ク
県
に
住
む
部
族
集
団
の
構
成
や
数
に
は
変
動
が
あ
り
一
定
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
本
稿
で

は
、
ボ
ゾ
ク
県
に
お
け
る
部
族
集
団
の
変
遷
を
調
べ
る
た
め
に
、
一
六
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
の
三
〇
年
問
に
渡
っ
て
、
宵
∪
届
巴
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

胃
∪
ω
窃
］
両
租
税
台
帳
に
｝
平
し
て
登
場
す
る
以
下
の
一
二
部
族
集
団
の
み
に
限
定
し
、
比
較
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

・
ア
リ
ー
・
ベ
イ
ル
（
〉
財
b
d
Φ
勉
q
）
ジ
ェ
マ
ア
ト

・
ア
ー
ジ
ャ
・
コ
ユ
ン
ル
（
》
讐
鋤
国
畠
巨
冨
）
カ
ビ
ー
レ

・
デ
リ
ユ
・
ア
リ
ー
ル
（
U
Φ
ご
》
巨
口
）
ジ
ェ
マ
ア
ト

・
ピ
サ
ー
ル
・
ベ
イ
ル
（
頸
し
。
鍵
ω
Φ
魅
雌
）
ジ
ェ
マ
ア
ト

・
ソ
ク
レ
ン
（
ω
α
匡
①
⇔
）
カ
ビ
ー
レ

・
テ
ジ
ル
ル
（
↓
Φ
。
三
口
）
カ
ビ
ー
レ

・
ア
ー
ジ
ャ
ル
（
〉
ひ
累
。
餌
ご
）
カ
ビ
ー
レ

・
チ
ジ
ェ
ク
ル
（
9
8
冠
⇔
）
カ
ビ
ー
レ

・
デ
ミ
ル
ジ
ユ
レ
ル
（
H
）
Φ
ヨ
⇔
吋
O
酵
一
Φ
門
）
カ
ビ
ー
レ

・
ク
ズ
ル
・
コ
ジ
ャ
ル
（
国
§
涛
o
o
巴
ロ
）
カ
ビ
ー
レ

・
シ
ャ
ー
ム
・
バ
ヤ
ド
ウ
（
0
ぎ
じ
d
p
三
無
）
カ
ビ
ー
レ

・
ザ
ー
キ
ル
ル
（
N
穿
三
⇔
）
カ
ビ
ー
レ
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税
目
の
中
に
、
耕
地
・
作
物
税
の
項
目
が
ウ
シ
ュ
ル
税
し
か
見
ら
れ
な
い
［
日
U
一
算
］
で
も
、
両
タ
フ
リ
ー
ル
に
共
通
し
て
登
場
す
る
一

二
部
族
集
団
全
体
で
は
、
耕
地
・
作
物
税
が
二
十
八
万
七
、
八
五
五
ア
ク
チ
ェ
と
、
甚
平
税
額
六
六
万
七
、
一
六
三
ア
ク
チ
ェ
の
四
三
パ
ー
セ

ン
ト
近
く
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
課
税
額
は
羊
税
の
そ
れ
の
二
・
一
四
倍
に
あ
た
る
。
耕
地
・
作
物
税
の
項
目
が
大
幅
に
増
加
し
た

［
日
U
G
。
一
α
］
で
は
、
総
課
税
額
五
八
万
一
、
七
四
五
ア
ク
チ
ェ
中
の
七
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
四
二
万
六
、
五
一
〇
ア
ク
チ
ェ
が
耕
地
・
作

物
税
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
耕
地
・
作
物
税
と
非
耕
地
・
非
作
物
税
の
比
率
は
完
全
に
逆
転
し
て
い
る
。
（
表
4
お
よ
び
上
記
の
グ
ラ
フ
参
照
）
部

族
集
団
ご
と
に
見
た
場
合
で
も
、
耕
地
・
作
物
税
の
課
税
額
は
ア
ー
ジ
ャ
ル
、
ア
ー
ジ
ャ
・
コ
ユ
ン
ル
、
デ
ミ
ル
ジ
ュ
レ
ル
、
ピ
サ
ー
ル
・

ベ
イ
ル
、
ソ
ク
レ
ン
、
シ
ャ
ー
ム
・
バ
ヤ
ド
ゥ
、
テ
ジ
ル
ル
、
ザ
ー
キ
ル
ル
の
八
部
族
集
団
で
最
大
一
一
倍
、
平
均
で
三
・
三
九
倍
増
加
し
て
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表4 ボゾク県　部族集団別　人口・課税額の一覧

TD　no． 部族集団名 課税者数 課税世帯数 ジェマアト総数 村総数 メズラア総数 総課税額 ウシュル税 耕地・作物税 非耕地・非作物税 羊　　税

155 2，088 L660 34 0 145 エ70，633 65，385 65，385 105，248 40，554

315
Aξcalu

2，575 1，523 20 73 76 167，102 122，107 85，577 44，995 38，578

155 507 荏45 6 0 9 30，150 4，480 4，480 25，670 4，465

3ユ5
A言caKoyunlu

385 234 4 7 3 2L800 14，581 6，577 7，2ユ9 4，143

155 463 344 8 0 31 28β98 9β00 9，8GO 19，098 7，655

315
Al宝be言IU

102 73 1 4 5 10，544 7，829 5，993 2，7ユ5 2，195

155 820 572 17 0 68 63，83婆 29，040 29，040 34，79窪 15，231

315
Gicek1吐

517 243 9 13 7 27，587 18，716 11β11 8β71 7，151

155
DeluAlilu

224 179 2 0 20 23，855 7，300 7β00 16，555 3，050

3三5 40 27 1 1 1 6β00 5，073 4，292 1，727 ユ，567

155 429 350 20 0 45 43，799 22，385 22，385 2L414 6，62荏

3三5

Demlrculer
627 348 3 16 11 47，236 35，902 26，572 11，334 9，905

155 227 177 3 0 3　　　　内 16β62 8，950 8，950 7，912 2，470

315
Hisarbe舘IU

72荏 嘆20 1 24 19 58，773 43，077 30，038 15，696 13，781

155 王，515 1，283 23 0 23 三24，311 59，095 59，095 65，216 28，040

3工5

KIZLIkocalU
1，327 798 10 29 17 68，250 52，626 31，113 15，624 13，002

155
S6蓑len

107 90 22 0 81 25，599 19，910 19，910 5，689 2，200

315 302 170 5 ．13 20 32，674 28，121 22，951 4，553 3β68

155 ユ．103 891 22 0 81 105，467 50，320 50，320 55，ユ47 17，750

315
sambayad・

LO13 6G8 ユ0 18 21 99，343 64，915 48，869 34，428 19，569

155
Tecir麺

154 122 1 0 4 6，570 1，600 1，600 4，970 1，200

3圭5 45喋 256 3 8 3 23，078 17，9嘆2 11，302 5，136 4，456

155
zakirlu

400 344 ユ4 0 18 27，ユ85 9590 9，590 17，595 5，303

315 ig9 128 3 5 9 18558 15，621 12，066 2，937 2，442

155 8，037 6，457 172 0 528 667，163 287，855 287，855 379，308 134，542

315
12部族集団総計

8，265 4β28 70 211 192 581，7畦5 426，510 297，161 155，235 120，657

課税額の単位：アクチェ

［TDI55］，　［TD998］，　｛TD315］　より作成

（
。
q
O
。
う
）

欝



い
る
。
［
日
U
H
㎝
α
］
と
胃
∪
。
。
一
巴
間
で
総
記
税
額
は
デ
ミ
ル
ジ
ュ
レ
ル
、
ピ
サ
ー
ル
・
ベ
イ
ル
、
ソ
ク
レ
ン
、
テ
ジ
ル
ル
の
四
部
族
集
団
で

し
か
増
加
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
増
加
量
も
最
大
で
も
三
倍
、
平
均
で
二
・
三
四
倍
に
し
か
過
ぎ
な
い
こ
と
と
比
べ
る
と
、
耕
地
・
作
物
税
の
増

加
率
は
非
常
に
高
い
と
言
え
よ
う
。

　
で
は
、
胃
∪
一
呂
］
か
ら
［
日
U
G
o
H
㎝
］
の
間
で
の
耕
地
・
作
物
税
の
課
税
額
の
大
幅
な
増
加
は
同
地
域
で
の
農
耕
の
大
幅
な
拡
大
や
進
展
を

単
純
に
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
［
日
U
Q
Q
H
α
］
に
お
い
て
は
行
政
側
の
部
族
集
団
認
識
の
変
遷
を
反
映
し
て
、

「遊牧民」から「農民」へ（岩本）

　　　部族集団ごとの耕地・作物税と非耕地・非作物税の比率

羅灘耕地・作物税総額

叢非耕地・非作物税総額

一ウシュル税総額

。・・m）二丁総額

ア

ク

チ

エ

400，000

350，000

300，000

250，000

200，000

150，000

100，000

50，000

　　　　　0

TD315TD155

チ
フ
ト
税
や
タ
ブ
税
に
代
表
さ
れ
る
種
々
の
耕
地
・
作
物
税
が
導
入
さ
れ
た
結
果
、
耕

地
・
作
物
税
の
税
目
の
数
は
大
き
く
増
加
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
［
日
U
届
巴
と

胃
U
ω
一
α
］
両
租
税
台
帳
に
登
場
す
る
唯
一
の
耕
地
・
作
物
税
で
あ
る
ウ
シ
ュ
ル
税

は
二
八
万
七
、
八
五
五
ア
ク
チ
ェ
か
ら
二
九
万
七
、
一
六
一
ア
ク
チ
ェ
と
わ
ず
か
一
・
〇

三
倍
に
微
増
し
た
の
み
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
耕
地
・
作
物
税
の
総
額
で
は
二

八
万
七
、
入
五
五
ア
ク
チ
ェ
か
ら
四
二
万
六
、
五
一
〇
ア
ク
チ
ェ
と
一
、
四
八
倍
に
大
幅

に
増
加
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
［
目
）
ω
一
巴
に
お
け
る
耕
地
・
作
物
税
の
大
幅
な
増

加
は
、
［
日
∪
ω
H
O
］
に
お
い
て
、
耕
地
・
作
物
税
の
三
割
を
占
め
て
い
る
ウ
シ
ュ
ル
税

以
外
の
耕
地
・
作
物
税
の
登
場
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

部
族
集
団
ご
と
に
見
た
場
合
で
も
、
ウ
シ
ュ
ル
税
の
課
税
額
は
、
ア
ー
ジ
ャ
ル
、
ア
ー

ジ
ャ
・
コ
ユ
ン
ル
、
デ
ミ
ル
ジ
ュ
レ
ル
、
ヒ
サ
ー
ル
・
ベ
イ
ル
、
ソ
ク
レ
ン
、
シ
ャ
ー

ム
・
バ
ヤ
ド
ゥ
、
テ
ジ
ル
ル
、
ザ
ー
キ
ル
ル
の
八
部
族
集
団
で
最
大
七
倍
以
上
、
平
均

で
二
・
四
〇
倍
増
加
し
て
い
る
が
、
上
記
の
耕
地
・
作
物
税
課
税
額
の
増
加
率
に
は
遠

く
及
ば
な
い
。
こ
の
事
実
か
ら
、
両
租
税
台
帳
に
お
け
る
耕
地
・
作
物
税
の
大
幅
な
増

55　（303）



加
は
農
民
を
対
象
と
し
た
税
目
が
多
く
導
入
さ
れ
る
と
い
う
税
制
の
変
化
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
行
政
側
の
部
族
集
団
認
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

変
遷
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
耕
地
・
作
物
税
に
関
す
る
税
目
が
胃
U
ω
麟
］
で
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
た
め
に
、
耕
地
・
作
物
税
の
多
寡
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は

あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
憲
U
一
綬
］
、
旨
U
ω
一
豊
両
租
税
台
帳
に
登
場
し
て
お
り
、
耕
地
・
作
物
税
、
非
耕
地
・
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

作
物
税
の
大
半
を
占
め
、
さ
ら
に
税
率
が
変
化
し
て
い
な
い
と
い
う
特
徴
を
持
つ
ウ
シ
ュ
ル
税
、
羊
税
の
多
寡
を
比
較
し
、
課
税
額
の
変
遷
を

分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
、
胃
∪
一
定
］
か
ら
冒
∪
ω
一
再
に
お
い
て
一
二
部
族
集
団
全
体
で
は
、
ウ
シ
ュ
ル
税
は
二
八
万
七
、
八
五
五
ア
ク
チ
ェ
か
ら
二
九
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

七
、
一
六
一
ア
ク
チ
ェ
、
羊
税
は
＝
二
万
四
噛
五
四
ニ
ア
ク
チ
ェ
か
ら
一
二
万
六
五
七
ア
ク
チ
ェ
と
前
者
が
微
増
、
後
者
が
微
減
し
て
い
る
も
の

の
、
ほ
と
ん
ど
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ウ
シ
ュ
ル
税
の
課
税
額
は
八
部
族
集
団
で
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
、
羊
肉
の
課
税
額
は
デ
ミ
ル
ジ
ュ
レ
ル
、
ヒ
サ
ー
ル
・
ベ
イ
ル
、
ソ
ク
レ
ン
、
シ
ャ
ー
ム
・
バ
ヤ
ド
ゥ
、
テ
ジ
ル
ル
の
五
部
族
集
団
で
し
か

増
加
し
て
い
な
い
。
再
び
一
二
部
族
集
団
全
体
に
目
を
向
け
、
地
域
区
分
一
単
位
あ
た
り
の
課
税
額
を
算
出
す
る
と
、
胃
U
一
㎝
巴
で
は
一
ジ

ェ
マ
ア
ト
あ
た
り
の
繋
累
の
額
は
七
八
一
∵
二
ニ
ア
ク
チ
ェ
で
あ
っ
た
の
が
、
［
6
∪
ω
一
〇
］
で
は
一
村
あ
た
り
の
羊
税
の
額
は
五
七
一
・
八
三
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ク
チ
ェ
と
減
少
し
て
い
る
。
対
し
て
、
村
お
よ
び
メ
ズ
ラ
ア
ご
と
の
ウ
シ
ュ
ル
の
課
税
額
は
五
四
五
・
一
八
ア
ク
チ
ェ
か
ら
七
三
一
・
三
七
ア
ク

チ
ェ
に
増
加
し
て
お
り
、
ウ
シ
ュ
ル
税
増
加
、
羊
税
減
少
の
傾
向
が
変
わ
ら
ず
見
ら
れ
る
。

　
ま
と
め
れ
ば
、
部
族
集
団
に
限
定
し
た
場
合
で
も
、
両
租
税
台
帳
中
の
耕
地
・
作
物
税
課
税
額
の
大
幅
な
増
加
は
、
行
財
政
側
が
部
族
集
団

を
「
遊
牧
民
」
か
ら
「
農
民
」
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
変
化
し
た
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
上
述
の
よ
う
に
実
際
に
は

ウ
シ
ュ
ル
税
し
か
「
耕
地
・
作
物
税
」
が
徴
収
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
胃
U
届
巴
の
段
階
で
、
ウ
シ
ュ
ル
税
の
課
税
額
が
、
総
課
税
額
の
四

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
確
か
に
、
胃
u
G
。
一
下
に
お
い
て
他
の
耕
地
・
作
物
税
と
比
較
す
る
と
ウ
シ
ュ

ル
税
は
微
増
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
ボ
ゾ
ク
県
の
部
族
集
団
を
「
遊
牧
民
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
胃
∪
一
〇
巴
に
お
い
て
羊
税
を
遙
か
に
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上
回
る
ウ
シ
ュ
ル
税
が
徴
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
行
政
側
に
「
遊
牧
民
」
と
さ
れ
て

い
た
ボ
ゾ
ク
県
住
民
が
既
に
農
耕
を
行
っ
て
お
り
、
行
政
側
も
徴
税
を
通
じ
て
そ
の
事
実
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

「遊牧民」から「農民」へ（岩本）

第
二
節
村
・
メ
ズ
ラ
ア
別
の
租
税
課
税
額
の
変
遷

　
前
節
で
は
、
［
日
∪
8
巴
、
宵
∪
ω
一
巴
両
方
に
登
場
す
る
部
族
集
団
を
対
象
に
租
税
台
帳
の
課
税
額
の
変
遷
を
分
析
し
た
。
続
い
て
、
本
節

で
は
前
述
の
両
租
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
片
を
対
象
に
、
そ
れ
ら
の
地
片
の
課
税
額
の
変
遷
、
特
に
両
租
税
台
帳
に
共
通
す
る
ウ
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ル
税
、
羊
税
の
課
税
額
を
分
析
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ら
の
地
片
の
大
半
は
胃
∪
ω
一
呂
に
お
い
て
メ
ズ
ラ
ア
か
ら
村
へ
記
録
が
変
化
し
た
小

片
に
あ
た
る
。

　
前
述
の
両
租
税
台
帳
に
共
通
し
て
登
場
す
る
地
築
に
住
む
、
前
述
の
～
二
部
族
集
団
全
体
に
つ
い
て
は
、
課
税
対
象
者
の
総
数
が
｝
、
五
八

九
人
か
ら
二
、
八
三
四
人
と
一
・
七
八
倍
に
、
総
課
税
額
で
は
一
〇
万
四
、
〇
九
六
ア
ク
チ
ェ
か
ら
一
九
万
入
、
八
八
七
ア
ク
チ
ェ
と
丁
九
一
倍

に
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ー
ジ
ャ
ル
族
を
除
く
一
一
部
族
集
団
で
、
総
意
税
額
は
最
大
七
倍
、
平
均
二
・
八
六
倍
に
増
加
し
て
い
る
。

　
対
し
て
、
ウ
シ
ュ
ル
税
は
両
租
税
台
帳
に
登
場
す
る
地
片
に
住
む
一
二
部
族
集
団
全
て
で
増
加
傾
向
に
あ
り
、
総
計
三
万
二
、
＝
二
〇
ア
ク

チ
ェ
か
ら
一
〇
万
三
一
四
ア
ク
チ
ェ
と
三
・
一
二
倍
も
の
大
幅
な
増
加
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ウ
シ
ュ
ル
の
大
幅
な
増
加
に
比
べ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

羊
税
は
＝
一
部
族
集
団
全
体
で
二
万
七
、
〇
四
四
ア
ク
チ
ェ
か
ら
三
万
七
、
八
四
ニ
ア
ク
チ
ェ
と
一
・
四
〇
倍
に
増
加
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、

一
地
糸
あ
た
り
の
ウ
シ
ュ
ル
の
課
税
額
は
四
八
六
・
八
丁
ア
ク
チ
ェ
か
ら
一
、
五
一
九
・
九
一
ア
ク
チ
ェ
と
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
が
、
一
部
族

集
団
あ
た
り
の
羊
税
の
課
税
額
は
胃
U
一
〇
呂
に
お
い
て
は
七
九
五
・
四
一
ア
ク
チ
ェ
だ
っ
た
の
が
、
冒
U
G
。
一
鎖
で
は
一
村
に
つ
き
五
七
三
・

三
六
ア
ク
チ
ェ
に
減
少
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
メ
ズ
ラ
ア
か
ら
村
へ
発
展
し
た
地
片
で
は
ウ
シ
ユ
ル
税
の
額
が
大
き
く
上
昇
し
た
こ

と
に
対
し
、
羊
税
の
課
税
額
が
微
増
に
過
ぎ
ず
、
地
片
ご
と
に
は
む
し
ろ
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
［
日
U
一
㎝
巳
で
は
ウ

57　（　305　）



［TD155］，［TD351］に共通して見られる

地片に住む12部族集団の課税額の変遷
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耕
地
・
作
物
税
の
税
目
増
加
の
み
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
無
論
、
租
税
台
帳
が
「
行
政
側
の
認
識
に
基
づ
き
、
特
定
の
集
団
に
課
税
さ
れ
る
税
制
、
税
目
、
課
税
額
を
記
載
す
る
」
も
の
で
あ
る
以
上
、

租
税
台
帳
上
の
課
税
額
の
変
遷
が
対
象
と
な
っ
た
集
団
の
実
際
の
生
業
の
変
化
と
即
応
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
て
き

た
よ
う
に
［
日
∪
一
㎝
O
］
の
段
階
で
、
法
令
集
の
中
に
ウ
シ
ュ
ル
税
の
規
定
が
存
在
し
、
租
税
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
税
目
の
中
に
ウ
シ
ュ
ル
税

が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ボ
ゾ
ク
県
の
住
人
か
ら
ウ
シ
ュ
ル
税
が
徴
収
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
額
が
課
税
総
額
の
半

分
近
く
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
行
政
側
が
把
握
し
認
識
し
て
い
る
範
囲
内
で
は
確
実
に
ボ
ゾ
ク
県
で
農
耕
が
行
わ
れ

シ
ュ
ル
税
と
羊
税
の
課
税
額
に
大
き
な
差
が
見
ら
れ
な
い
が
、
胃
U
ω
一
巴
で
は

ウ
シ
ュ
ル
税
の
課
税
額
は
羊
税
課
税
額
の
三
倍
近
く
に
達
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
［
日
∪
ω
一
㎝
］
に
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
地
片
を
併
せ

た
一
二
部
族
集
団
全
体
の
ウ
シ
ュ
ル
税
の
税
額
は
［
日
∪
一
㎝
0
］
か
ら

胃
∪
ω
一
巴
の
間
で
微
増
し
た
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
［
日
U
ω
H
α
］
に
お
け
る
農

耕
の
大
幅
な
拡
大
は
、
メ
ズ
ラ
ア
か
ら
村
へ
記
載
形
式
が
変
化
し
た
鱗
片
で
の
み

確
認
で
き
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
上
記
の
事
柄
に
よ
り
、
租
税
台
帳
に
お
い
て
メ
ズ
ラ
ア
か
ら
村
へ
記
録
が
変
更

さ
れ
る
こ
と
が
、
単
に
記
載
形
式
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
含
意
す
る
の
み
な
ら
ず
、

少
な
く
と
も
租
税
台
帳
の
課
税
額
か
ら
見
る
限
り
、
メ
ズ
ラ
ア
か
ら
村
へ
の
記
録

の
変
更
が
耕
地
・
作
物
税
や
ウ
シ
ュ
ル
税
の
課
税
額
の
上
昇
と
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
ズ
ラ
ア
か
ら
村
へ
の
変
化
が
単
に

　
　
ウ
シ
ュ
ル
税
と
い
う
農
耕
の
規
模
と
密
接
に
関
わ
る
税
目
の
多
寡
に
も
影
響
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て
お
り
、
ボ
ゾ
ク
県
の
「
遊
牧
民
」
は
農
耕
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
胃
∪
一
〇
巴
に
お
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ボ
ゾ
ク
県
の
部
族
集
団
が
農
耕
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
［
囚
岩
図
ド
］
に
お
い
て
「
遊
牧
民
か
ら
は
徴
収
し
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ボ
ゾ
ク
県
住
民
は
「
遊
牧
民
」
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
た
た
め
に
チ
フ
ト
税
が
徴
収
さ
れ
な
か
っ
た
。
対
し
て
、
胃
U
ω
一
三
に
お
い
て
は
、
ボ
ゾ
ク
県
住
民
を
「
農
民
」
と
し
て
認
識
す
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
チ
フ
ト
税
に
代
表
さ
れ
る
ウ
シ
ュ
ル
税
以
外
の
各
種
耕
地
・
作
物
税
を
徴
収
す
る
道
が
開
か
れ
、
耕
地
・
作
物
税
課

税
額
の
大
幅
な
増
加
へ
つ
な
が
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
行
政
側
が
「
遊
牧
罠
」
が
農
耕
に
従
事
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
税
制
や
住
民

認
識
を
行
政
側
が
ボ
ゾ
ク
県
に
見
い
だ
し
た
「
現
状
」
に
合
わ
せ
た
こ
と
が
、
村
の
大
幅
な
増
加
、
「
遊
牧
民
」
か
ら
「
農
民
」
へ
の
記
録
上

の
変
化
に
貢
献
し
た
と
い
う
図
式
が
見
い
だ
さ
れ
よ
う
。

「遊牧民」から濃民」へ（岩本）

①
本
稿
で
対
象
と
す
る
一
二
部
族
集
団
は
、
［
日
u
G
。
届
］
で
は
課
税
対
象
者
の
総

　
数
、
村
ま
た
は
メ
ズ
ラ
ア
の
個
数
、
総
課
税
額
に
お
い
て
は
全
部
族
集
団
の
六
－

　
七
割
を
占
め
て
い
る
。

②
ア
リ
…
・
ベ
イ
ル
、
デ
リ
ュ
・
ア
り
ー
ル
、
ピ
サ
ー
ル
・
ベ
イ
ル
は
ジ
ェ
マ
ア

　
ト
名
の
み
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
カ
ビ
ー
レ
名
は
史
料
申
に
は
見
ら
れ
な
い
。

③
胃
U
6
島
か
ら
胃
U
ω
頴
］
の
間
の
二
十
五
年
嵩
で
、
村
の
総
数
が
六
か
ら

　
七
〇
二
に
増
加
し
た
理
由
も
、
定
住
化
の
爆
発
的
な
進
展
を
示
す
も
の
と
い
う
よ

　
り
も
、
行
政
側
の
部
族
集
団
認
識
の
変
化
に
よ
り
村
と
し
て
扱
わ
れ
る
件
数
が
増

　
え
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

④
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
貫
し
て
一
六
世
紀
の
ボ
ゾ
ク
地
域
に
お
け
る
羊
税
の

　
課
税
額
は
羊
二
頭
に
付
き
一
ア
ク
チ
ェ
、
ウ
シ
ュ
ル
税
は
収
穫
物
の
五
分
の
一
で

　
あ
り
税
率
に
変
化
は
な
い
。

⑤
た
だ
し
、
［
円
U
嶺
0
］
に
は
欠
損
部
が
存
在
し
、
そ
の
欠
損
部
を
埋
め
る
た
め

　
に
用
い
た
胃
】
）
り
O
Q
。
］
に
は
羊
税
を
含
む
個
々
の
税
目
別
の
課
税
額
が
記
載
さ

　
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
ヒ
サ
ー
ル
・
ベ
イ
ル
を
除
く
一
一
部
族
集
団
に
お

　
い
て
、
一
部
の
門
出
の
課
税
額
は
史
料
の
破
損
に
よ
り
判
別
で
き
ず
、
羊
税
の
総

　
額
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
ピ
サ
ー
ル
・
ベ
イ
ル
を
除

　
い
て
、
胃
U
嵩
㎝
］
の
実
際
の
羊
税
の
額
は
上
記
の
値
よ
り
さ
ら
に
高
い
も
の
と

　
な
る
。

⑥
冒
U
8
㎝
］
で
は
ジ
ェ
マ
ア
ト
ご
と
に
羊
税
の
課
税
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

　
胃
∪
ω
一
〇
］
で
は
村
ご
と
に
弟
税
の
額
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
ジ

　
ェ
マ
ア
ト
あ
た
り
、
村
あ
た
り
の
値
を
算
出
し
た
。

⑦
前
述
の
一
二
部
族
集
団
が
居
住
す
る
地
薄
に
限
定
し
た
場
合
、
メ
ズ
ラ
ア
か
ら

　
村
へ
発
展
し
た
こ
と
が
明
確
に
租
税
台
帳
か
ら
確
認
で
き
る
も
の
は
二
＝
地
片

　
中
六
六
地
片
と
全
体
の
約
三
分
の
一
で
あ
る
。
な
お
、
ウ
シ
ュ
ル
税
の
諜
税
額
を

　
算
出
す
る
基
準
と
な
る
穀
物
の
公
定
価
格
は
租
税
台
帳
ご
と
に
異
な
る
場
合
が
あ

　
る
た
め
、
課
税
額
で
は
な
く
穀
物
の
取
れ
高
そ
の
も
の
を
比
較
す
べ
き
で
あ
る
が
、

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ボ
ゾ
ク
県
租
税
台
帳
で
は
作
物
別
の
穀
物
の
取
れ
高
が
一

　
撰
し
て
は
記
載
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
、
そ
の
た
め
に
課
税
額
か
ら
正
確
な
取
れ

　
高
を
算
出
で
き
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
本
稿
で
は
耕
地
・
作
物
税
と
非
耕
地
・
非
作
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物
税
の
比
率
を
問
題
に
す
る
と
い
う
議
論
の
性
格
を
考
慮
し
て
、
課
税
額
を
比
較

　
対
象
と
し
た
。

⑧
上
述
の
通
り
、
冒
∪
δ
島
に
お
け
る
羊
税
の
課
税
額
は
、
ピ
サ
ー
ル
・
ベ
イ

ル
を
除
い
て
記
載
値
よ
り
も
実
際
に
は
高
く
な
る
。
但
し
、
論
罪
の
記
録
の
数
を

考
え
る
と
、
ウ
シ
ュ
ル
税
の
上
昇
率
に
及
ば
な
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
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さ
　
い
　
ご
　
に

　
オ
ス
マ
ン
朝
征
服
以
後
、
一
六
世
紀
前
半
の
ボ
ゾ
ク
県
に
お
い
て
、
行
政
側
は
地
域
の
住
民
を
部
族
集
団
単
位
で
把
握
し
、
「
遊
牧
民
」
と

し
て
扱
っ
た
上
で
税
制
を
適
用
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
唯
～
適
用
さ
れ
た
耕
地
・
作
物
税
で
あ
る
ウ
シ
ュ
ル
税
の
課
税
額
が
総
課
税
額

の
半
分
近
く
を
占
め
て
お
り
、
羊
税
以
外
に
は
遊
牧
民
に
対
す
る
税
は
ほ
ぼ
徴
収
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
、
ボ
ゾ
ク
県
に
居
住
す
る
部

族
集
団
が
農
耕
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
行
政
側
の
認
識
の
中
で
は
ボ
ゾ
ク
県
内
の
住
民
は
「
遊
牧
民
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
一
六
世
紀
中
頃
に
は
税
目
や
租
税
台
帳
の
記
載
様
式
、
地
理
区
分
の
単
位
が
部
族
集
団
か
ら
村
へ
変
化
し
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
行
政
側
が
既
に
農
耕
を
行
っ
て
い
た
ボ
ゾ
ク
県
の
住
民
か
ら
ウ
シ
ュ
ル
税
以
外
の
耕
地
・
作
物
税
を
徴
収
す
る
た
め
に
地
域
住
民
を
「
農

民
」
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
変
化
し
、
村
を
基
準
に
し
た
地
域
区
分
、
農
罠
を
対
象
と
し
た
税
制
に
切
り
替
え
た
こ
と
で
耕
地
・
作
物
税
が

総
課
税
額
の
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
～
六
世
紀
の
ボ
ゾ
ク
県
に
お
け
る
遊
牧
民

の
急
速
な
「
定
住
化
」
と
は
、
一
六
世
紀
前
半
に
は
農
耕
が
行
わ
れ
て
い
た
ボ
ゾ
ク
地
域
の
住
民
を
、
行
政
側
が
「
遊
牧
民
」
か
ら
「
農
民
」

と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
区
分
の
単
位
や
税
制
を
切
り
替
え
た
こ
と
に
起
因
す
る
現
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
少
な

く
と
も
一
六
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
の
ア
ナ
ト
リ
ア
中
部
地
域
に
お
け
る
「
定
住
化
」
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
は
、
遊
牧
か
ら
農
耕
へ
の
生
業
の

転
換
の
み
な
ら
ず
、
行
政
側
の
部
族
集
団
に
対
す
る
認
識
の
変
化
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
よ
う
。

　
本
稿
は
、
一
六
世
紀
前
半
と
い
う
限
ら
れ
た
時
期
の
中
央
ア
ナ
ト
リ
ア
、
ル
ー
ム
地
方
の
一
地
域
に
過
ぎ
な
い
ボ
ゾ
ク
県
を
対
象
と
し
た
研

究
で
あ
り
、
こ
の
結
論
を
周
辺
地
域
や
オ
ス
マ
ン
朝
全
体
へ
安
易
に
普
遍
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
財
務
帳
簿
に
は
行
政
側
が
把
握



し
認
識
し
て
い
る
集
団
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
部
族
集
団
の
全
体
像
を
史
料
か
ら
読
み
解
く
こ
と
に
は
限
界
が
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

財
務
帳
簿
が
、
行
財
政
側
の
遊
牧
集
団
認
識
や
部
族
集
団
認
識
と
定
住
化
の
連
関
を
読
み
解
け
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

、
つ
。

　
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
、
ボ
ゾ
ク
県
周
辺
や
そ
の
他
の
地
域
を
対
象
に
、
「
遊
牧
民
」
も
し
く
は
「
農
民
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
各
種

部
族
集
団
の
比
較
、
対
照
を
進
め
る
こ
と
で
、
オ
ス
マ
ン
朝
支
配
下
に
お
け
る
遊
牧
民
の
定
住
化
、
農
民
化
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指

す
所
存
で
あ
る
。

【
付
記
】
　
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
イ
ル
ハ
ン
・
シ
ャ
ー
ピ
ン
氏
、
江
川
ひ
か
り
氏
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
執
筆
の
た
め
の
基
本
史

　
　
料
収
集
に
あ
た
り
、
江
川
ひ
か
り
氏
、
上
野
雅
由
樹
氏
か
ら
様
々
な
助
醤
を
頂
い
た
。
最
後
に
記
し
て
謝
意
を
表
明
す
る
。

「遊牧民」から「農民」へ（岩本）
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　　　The　Transformation　of　“Nornads”　to　“Farmers”　：　As　Seen

in　the　Governmental　View　of　Nomadic　People　in　Central　Ana£olia

by

IwAMoTo　Keiko

　　Settlemen£　of　the　Turkish　nomadic　people　has　contributed　to　Turkizadon　and

Islamization　of　Anatolia，　wltich　comprises　the　main　ponion　of　Republic　of　Turkey．

Many　studies　have　been　conducted　based　upon　an　enoirmous　quantity　of　fiRancial

documents　and　tax　ledgers　frorn　various　periods　of　the　Ottoman　Empire．

However，　most　of　those　studies　tend　£o　elilcidate　individual　bits　of　information，

such　as　the　names　of　tribes　or　clans　and　where　they　sett｝ed　or　enurnerate　the

popu｝ation　of　each　tribe　and　the　tax　assessment　paid　by　nomadic　people．　As　a　re－

sult　the　settlement　of　nomadic　people　and　changes　of　their　urestyle　from　nomadism

to　farming　tend　to　be　simply　tinked　with　changes　of　population　and　the　tax　rate　in

historical　records．　Consequently，　research　that　places　special　emphasis　on　set－

tlement　and　deve茎opmen£of　fa血g　has囲ed　to　be　su衝ciently　carrled　ou£。

　　ln　this　paper　1　therefore　try　to　show　tlte　reason　why　nornadic　people　settled

during　the　16tii　century　in　the　district　of　Bozol〈　sancagi，　wbich　is　located　in　the

sou£hern　part　of　Rum　vilayeti，　the　central　area　of　Ariatolia．　As　many　tribes　fol－

lowed　the　traditional　nomadic　lifestyle　in　Bozok　sancagi，　there　were　no　viltages　in

Bozok　sancagi　unti1　the　first　half　of　the　16th　ceRtury．　However，　settlement　of

nomadic　people　rapidly　developed　after　the　middle　of　the　century　and　many　vi1－

lages　were　subsequently　created．　However，　the　reason　why　this　phenernenon

occurred　at　this　time　remains　unexplained．　My　puxpose　in　writing　this　paper　is

thus　to　explore　the　reason　why　such　setgement　happened　in　Bozok　sancagi　during

the　16th　century　by　using　historical　records　such　as　tmpu　tahn’r　defieri，　Ottoman

tax　ledgers，　and　hanuname，　the　Ottoman　compeRdium　of　seculai”　law．

First，　1　note　that　after　the　conquest　of　Bozok　sancagi，　the　Ottornan　government

registered　local　inhabitants　in　tax　ledgers　according　to　tribal　unit　aRd　viewed　them

as・　‘fnomadic　people．”　Accordingly，　the　taxation　systems　that　were　suited　to　noma－

dic　people　were　apptied　in　Bozol〈　sancagi．　However，　the　assessed　value　of　the

crop　tax，　b‘垂狽秩C　aiready　occupied　nearly　haif　of　the　total　ta＞〈　on　the　nomads．　lnhabi－

tants　of　Bozok　sancagi　were　“nomadic　people”　in　the　eyes　of　the　Ottoman　gov－

ernment　in　spite　of　the　fact　that　those　nomadic　people　were　already　engaged　in
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farrning．

　　Second，　1　point　out　that　the　written　format　of　Ottoman　tax　ledgers　was　chaRged

to　suit　a　tax　system　that　was　suitable　for　farmers，　not　Romads　in　the　middle　of　the

16th　century．　For　example，　the　Ottoman　govemment　came　to　classify　the　inhabi－

tants　of　Bozok　sancagi　by　vraage，　hot　tribal　group．　Fzgrthermore，　number　of　tax－

able　items　and　amount　of　taxes　suitable　to　famiers　were　increased．　ln　adduion，

the　names　of　many　uibes　that　had　been　written　in　older　tax　ledgers　disappeayed

from　the　records．　As　a　resuit　the　Ottoman　government　came　to　see　the　local　in－

habitants　as　“farmers．”　Accoydingly，　taxes　on　crop　and　cultivated　lands　occupied

the　majority　of　the　tax　assessment．　ln　short，　the　changes　in　the　taxation　system

contributed　to　birth　of　“famers”　in　Bozok　sancagi．

　　Third，　as　mentioned　above，　1　found　the　number　of　viilages　in　Bozok　sancagi　in－

creased　yapidly，　even　explosively，　in　the　middle　of　16th　century．　Tbis　increase　was

caused　by　the　change　ik　the　format　of　Ottoman　tax　iedgers　and　was　reiated　to　the

change　in　the　goverr｝ment’s　view　of　inhabitants　in　Bozok　sancagi．　However，　tbis

phenomenon　was　not　caused　by　the　change　in　the　governmen£’s　view　alone，　farm一

揃galso　actua盤y　took　place由v盈ages　that　developed　out　of　the　me2raa，　seasona皿y

arable　fields　cultivated　chiefiy　by　nomadic　peopie．

　　In　conclusion，　the　reason　nomadic　people　rapidly　settled　down　in　Bozok　sancagi

during　the　16th　century，　as　has　been　pointed　out　in　rnany　studies，　is　that　the　Otto－

man　governrnent　came　to　view　the　inhabitants　of　Bozok　sancagi　as　“faymers，”　not

“nomadic　people．”　Thus　they　began　to　apply　taxation　systems　suitable　for　farmers

to　the　inhabitants　in　Bozok　sancagi．　Consequentiy，　the　“settiemenY’　of　nomadic

people　and　the　formation　and　increase　of　villages　was　a　result　of　a　change　in　the

governmeRt’s　view　of　the　inhabitants，　rather　than　actual　changes　in　life－styles．

Accordingly，　1　conclude　that　sett｝emeRt　of　nomadic　people　in　the　central　Anatolia

in　the　16th　century　resulted　from　changes　of　the　Ottoman　govemmeRt’s　view　of

the　inhabitants　rather　than　actual　switch　of　occupations　from　nomadism　to　farming．
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